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『
大
清
刑
律
』

は

じ

第
一
章

(

一

)

(

一

一

)

(
一
一
一
)

第
二
章

第
三
章

お

わ

か
ら

『
暫
行
新
刑
律
』

/¥ 

|
|
中
固
に
お
け
る
近
代
的
刑
法
の
制
定
過
程
に
つ
い
て
|
|田

遺

章

秀

め

に

大
清
新
刑
律
草
案
の
起
草
と
審
議

大
清
新
刑
律
草
案
の
起
草
と
督
撫
の
意
見

憲
政
編
査
館
に
お
け
る
審
議

資
政
院
に
お
け
る
審
議

新
刑
律
草
案
上
奏
の
権
限
を
め
ぐ
る
問
題

『
暫
行
新
刑
律
』
の
施
行

l土

じ

め

一
九
世
紀
後
半
以
降
、
相
次
ぐ
内
憂
外
患
に
よ
り
、
清
朝
の
支
配
盟
制
は
明
ら
か
な
動
揺
を
見
せ
て
い
た
。
こ
う
し
た
問
題
に
針
臆
す
る
た

め
様
々
な
改
革
が
試
み
ら
れ
、
光
緒
一
一
六
(
一
九
O
O
)
年
の
義
和
圏
事
件
及
び
そ
れ
に
績
く
八
カ
園
連
合
軍
の
北
京
占
領
後
に
は
、
西
太
后

の
も
と
統
治
瞳
制
の
抜
本
的
饗
草
を
目
指
す
「
新
政
」
が
始
ま
り
、
近
代
的
な
法
典
編
纂
事
業
や
司
法
制
度
の
改
革
も
こ
の
時
期
よ
う
や
く
本

格
的
に
試
み
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
従
来
濁
立
し
た
法
典
を
持
た
な
か
っ
た
民
法
、
商
法
や
訴
訟
法
な
ど
の
制
定
が
進
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
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基
本
的
に
は
刑
法
典
で
あ
っ
た

『
大
清
律
例
』
に
か
わ
る
新
し
い
刑
法
の
編
纂
も
賓
行
さ
れ
、
行
政
機
構
か
ら
濁
立
し
た
審
判
醸
の
設
置
も
進

め
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
一
連
の
事
業
の
中
で
準
備
さ
れ
た
法
典
や
各
種
の
法
律
の
多
く
が
中
華
民
国
誕
生
後
も
基
本
的
に
は
縫
承
さ

れ
て
い
く
こ
と
と
な
り
、
近
代
中
園
に
お
け
る
法
瞳
制
を
賓
質
的
に
規
定
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

な
か
で
も
刑
法
典
で
あ
る

『
欽
走
大
清
刑
律
』
は
、
中
華
民
国
成
立
後
に
責
質
的
に
は
ほ
ぼ
同
内
容
の

『
暫
行
新
刑
律
』
と
し
て
施
行
さ
れ
、

一
九
二
八
年
蒋
介
石
の
圃
民
政
府
よ
り
新
し
い
刑
法
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
、
中
華
民
国
の
刑
法
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
さ
ら
に
一
連
の
審
議

過
程
の
中
で
推
進
振
と
反
封
抵
の
聞
で
激
し
い
議
論
が
戟
わ
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
の
『
大
清
刑
律
』

の
編
纂
過
程
は
こ
れ
ま
で
多

く
の
研
究
者
の
注
目
を
集
め
て
き
た
。

(
i
)
 

ま
ず
代
表
的
な
先
行
研
究
と
し
て
小
野
和
子
「
五
四
運
動
時
期
家
族
論
の
背
景
』
が
奉
げ
ら
れ
る
。
小
野
氏
は
こ
の
論
争
を
日
本
の
民
法
典

論
争
に
匹
敵
す
る
「
刑
法
典
論
争
」
と
位
置
づ
け
、
三
綱
(
忠
・
孝
・
節
)
、
特
に
こ
の
う
ち
孝
と
節
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
論
争
の
考
察
を
行

う
と
と
も
に
、
こ
れ
が
五
回
運
動
時
期
の
停
統
的
な
家
族
制
度
批
判
の
背
景
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
賓
誼
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
で
は
、
黄

(
2
)
 

源
盛
、
張
仁
善
、
李
貴
連
、
松
田
恵
美
子
、
挑
勝
旬
氏
ら
が
、
こ
の
論
争
を
礎
教
汲
と
法
理
抵
と
の
封
立
と
い
う
覗
酷
か
ら
捉
え
て
い
る
。
ま

た、

k
F
5
0
ロ
ω
告
の
吉
ペ
2
ロ
ぬ
氏
の
研
究
は
、
資
政
院
で
の
新
刑
律
の
審
議
を
、
昔
時
の
新
聞
が
ど
の
よ
う
に
報
道
し
て
い
た
か
に
つ
い
て

(
3
)
 

も
着
目
し
て
い
る
。

「
政
治
官
報
」
や
「
清
末
誇
備
立
憲
棺
案
史
料
』
(
以
下
『
棺
案
史
料
』
と
略
す
)
所
牧
の
上
奏
丈
、
あ

る
い
は
草
案
作
成
か
ら
審
議
に
お
い
て
主
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
沈
家
本
、
勢
乃
宣
、
楊
度
ら
が
護
表
し
た
丈
章
の
分
析
だ
け
に
止

(
4
)
 

ま
り
、
憲
政
編
査
館
か
ら
資
政
院
に
い
た
る
審
議
過
程
の
考
察
は
充
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
。
小
野
氏
の
研
究
は
資
政
院
の
速
記
録
を
使
い
審

た
だ
し
従
来
の
研
究
は
、
主
と
し
て

議
の
過
程
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
が
、
閲
心
の
中
心
は
前
述
の
通
り
「
孝
」
と
「
節
」
の
問
題
に
集
中
し
て
お
り
、
ま
た
資
政
院
で
の
審
議

終
了
後
か
ら
頒
布
に
至
る
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
い
。
概
し
て
先
行
研
究
は
思
想
史
的
闘
心
に
偏
っ
て
お
り
、
新
刑
律
頒
布
に
至

る
ま
で
の
手
績
き
に
つ
い
て
の
検
討
が
不
十
分
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

さ
ま
ざ
ま
な
批
判
は
あ
る
に
せ
よ
清
朝
政
府
が
立
憲
制
を
志
向
し
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て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
法
律
が
ど
う
い
う
手
順
で
頒
布
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
頒
布
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
は
、

法
律
の
内
容
や
そ
の
日
疋
非
を
め
ぐ
る
論
争
と
並
ん
で
重
要
な
論
貼
で
あ
り
、
昔
時
の
政
府
と
園
舎
の
閲
係
に
つ
い
て
の
認
識
を
探
る
う
え
で
も

重
要
な
問
題
と
な
る
。
し
か
も
刑
律
は
訴
訟
律
や
民
律
と
異
な
り
、
清
朝
政
府
に
お
い
て
頒
布
さ
れ
た
法
典
で
あ
り
、
法
典
編
纂
過
程
の
典
型

例
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
。
よ
っ
て
本
稿
が
主
要
な
課
題
と
し
た
い
の
は
、
「
大
清
刑
律
」

の
頒
布
に
至
る
ま
で
の
手
績
き
を
め
ぐ
っ
て
起

こ
っ
た
意
見
の
相
違
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
昔
時
の
法
典
編
纂
に
か
か
わ
る
機
関
に
つ
い
て
簡
単
に
言
及
す
る
と
、
刑
法
や
民
法
な
ど
の
基
本
法
典
を
起
草
し
て
い
た
の
が

修
訂
法
律
館
で
あ
る
。
そ
し
て
憲
政
編
査
館
は
軍
機
大
臣
の
管
理
の
下
、
こ
の
時
期
に
起
草
さ
れ
た
多
く
の
法
律
を
審
議
す
る
役
割
を
捨
っ
て

い
た
。
ま
た
資
政
院
は
園
舎
の
前
身
と
し
て
、
宣
統
二
(
一
九
一

O
)
年
に
開
設
さ
れ
た
が
、
珠
算
案
の
審
議
等
と
並
ん
で
、
法
典
の
新
訂
及

ぴ
修
改
に
つ
い
て
は
、
そ
の
議
決
を
経
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
昔
時
準
備
さ
れ
て
い
た
法
典
は
、
ま
ず
修
一
訂
法
律
館
で
起

草
さ
れ
、
次
い
で
憲
政
編
査
館
の
審
議
を
一
経
た
後
、
資
政
院
に
お
い
て
議
決
を
得
る
と
い
う
こ
と
が
、
ひ
と
ま
ず
師
走
路
線
と
な
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
経
過
を
経
て
新
刑
律
は
頒
布
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
責
際
に
は
頒
布
ま
で
の
手
績
き
を
め
ぐ
っ
て
新
刑
律
推
進
一
以
内
部

に
見
解
の
相
遣
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
昔
時
い
わ
ゆ
る
立
憲
振
と
目
さ
れ
て
い
た
清
朝
の
中
央
官
僚
た
ち
が
、
来
る
べ
き
園
舎
と
政
府
の
関
係
を

ど
の
よ
う
に
捉
え
よ
う
と
し
て
い
た
か
、
ま
た
賓
質
的
な
「
立
法
権
」
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
議
論
に
も
つ
な
が
っ
て
く
る
。
さ
ら
に
、

こ
の
頒
布
に
至
る
ま
で
の
手
績
き
を
め
ぐ
る
問
題
が
、
今
見
る
形
で
の
『
大
清
刑
律
』
を
成
立
さ
せ
る
直
接
の
契
機
と
な
り
、
さ
ら
に
中
華
民

の
援
用
が
決
定
さ
れ
『
暫
行
新
刑
律
』
と
し
て
施
行
さ
れ
る
際
に
も
影
響
を
輿
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

固
に
入
っ
て
た
だ
ち
に
『
大
清
刑
律
』

こ
う
し
た
貼
を
本
稿
で
は
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

241 

以
下
本
稿
の
構
成
を
説
明
す
る
。
第
二
章
で
新
刑
律
草
案
の
起
草
か
ら
資
政
院
に
お
け
る
審
議
過
程
ま
で
を
述
べ
る
。
こ
こ
で
特
に
注
目
し

(
5
)
 

た
い
の
は
新
刑
律
草
案
の
骨
抜
き
を
は
か
る
た
め
、
正
文
の
後
ろ
に
附
則
と
し
て
附
け
ら
れ
た
暫
行
章
程
の
取
り
扱
い
で
あ
る
。
暫
行
章
程
が

十
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(
6
)
 

近
代
的
刑
法
と
し
て
の
新
刑
律
の
性
格
を
大
き
く
損
な
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
賄
は
先
行
研
究
で
も
つ
と
に
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、

資
政
院
に
お
い
て
こ
の
暫
行
章
程
が
い
っ
た
ん
麿
止
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
暫
行
章
程
が
麿
止
さ
れ
て
い
た
と
い
う
問
題
は
先

行
研
究
に
お
い
て
も
見
落
と
さ
れ
て
き
た
貼
で
あ
る
が
、
暫
行
章
程
が
新
刑
律
に
奥
え
る
影
響
を
考
え
れ
ば
、
草
案
に
封
し
同
じ
賛
成
の
立
場

を
と
る
に
せ
よ
、
暫
行
章
程
が
あ
る
の
と
な
い
の
と
で
は
そ
の
意
味
合
い
が
大
き
く
異
な
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

つ
い
で
第
二
章
で
は
新
刑
律
頒
布
に
い
た
る
ま
で
の
手
緩
き
を
め
ぐ
っ
て
推
進
抵
の
中
に
見
解
の
相
違
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

上
述
の
よ
う
に
こ
の
問
題
は
清
末
の
賓
質
的
な
立
法
権
の
所
在
に
も
関
わ
っ
て
く
る
。
第
二
章
で
は
史
料
と
し
て
首
該
時
期
の
新
聞
報
道
の
ほ

(
7
)
 

か
、
新
刑
律
草
案
の
審
議
に
こ
の
時
期
一
貫
し
て
か
か
わ
っ
て
い
た
迂
築
賓
の
日
記
を
使
用
す
る
。
庄
柴
賓
は
日
本
の
早
稲
田
大
撃
に
留
撃
し
、

首
時
は
民
政
部
左
参
議
粂
憲
政
編
査
館
編
制
局
正
科
員
の
任
に
あ
り
、
同
時
に
資
政
院
議
員
に
も
名
を
連
ね
、
と
く
に
資
政
院
法
典
股
の
副
委

員
長
と
し
て
、
院
内
の
審
議
に
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
彼
の
日
記
に
は
新
刑
律
草
案
に
か
か
わ
る
記
述
が
数
多
く
見

ら
れ
る
。

そ
し
て
第
三
章
で
は
、
民
園
初
年
に
『
大
清
刑
律
」
が
『
暫
行
新
刑
律
」
と
し
て
賓
際
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
そ
の
経
緯
を
見
て
い
く
。

特
に
他
の
法
典
の
頒
布
施
行
状
況
と
比
較
し
て
い
く
こ
と
で
、
「
大
清
刑
律
」
が
頒
布
ま
で
こ
ぎ
つ
け
た
こ
と
に
い
か
な
る
意
義
を
見
出
し
う

る
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

信
用
一
土
早

大
清
新
刑
律
草
案
の
起
草
と
審
議

f¥  

一
¥-〆

大
清
新
刑
律
草
案
の
起
草
と
督
撫
の
意
見

義
和
園
事
件
後
に
、
瞳
制
の
抜
本
的
饗
草
の
必
要
性
を
悟
っ
た
清
朝
政
府
は
、
「
上
か
ら
の
近
代
化
」
に
着
手
す
る
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ゆ

の
開
始
で
あ
る
。
そ
の
中
で
法
律
制
度
の
改
革
も
模
索
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
光
緒
二
八
(
一
九
O
二
)
年
、
清
朝
と
イ

る
「
光
緒
新
政
」

十
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ギ
リ
ス
と
の
聞
で
締
結
さ
れ
た
マ
ツ
ケ
イ
候
約
に
お
い
て
、
中
国
の
法
律
お
よ
び
裁
判
制
度
が
改
善
さ
れ
れ
ば
イ
ギ
リ
ス
は
領
事
裁
判
植
を
放

棄
す
る
準
備
が
あ
る
と
の
丈
言
が
入
れ
ら
れ
、
他
の
列
強
諸
圃
も
こ
れ
に
な
ら
っ
た
こ
と
で
、
清
朝
政
府
は
近
代
的
な
法
典
の
整
備
を
目
指
す

こ
と
と
な
っ
た
。

(

8

)

(

9

)

(

日
)

同
年
沈
家
本
・
伍
廷
芳
が
修
訂
法
律
大
臣
に
任
命
さ
れ
、
修
訂
法
律
館
も
設
立
し
、
さ
ら
に
日
本
人
法
律
顧
問
が
招
聴
さ
れ
、
近
代
的
な
法

典
編
纂
の
準
備
が
着
々
と
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。

(
日
)

そ
し
て
光
緒
三
三
(
一
九
O
七
)
年
、
日
本
人
顧
問
岡
田
朝
太
郎
の
手
に
よ
り
起
草
さ
れ
た
新
刑
律
草
案
が
沈
家
本
か
ら
上
奏
さ
れ
た
。
抽
総

則
は
八
月
、
八
刀
則
は
十
一
月
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
草
案
は
岡
田
の
年
来
の
抱
負
を
貰
現
し
た
も
の
で
、
罪
例
を
刑
例
の
前
に
お
き
、
ま
た
判

決
を
下
す
際
の
法
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
頒
布
以
前
の
罪
で
あ
っ
て
も
新
法
で
裁
き
、
奮
法
で
罪
に
問
う
て
い
な
い
も
の
の
み
無
罪
に
す
る
と

(ロ)

い
っ
た
他
の
園
の
刑
法
に
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
も
備
え
て
い
た
。
ま
た
総
則
提
出
の
際
に
は
新
刑
律
制
定
の
理
由
と
し
て
、
領
事
裁
判
権
を
撤

廃
す
る
こ
と
を
含
め
た
三
つ
の
理
由
が
奉
げ
ら
れ
、
ま
た
新
刑
律
の
五
つ
の
特
徴
と
し
て
、
①
更
訂
刑
名
(
従
来
の
五
刑
を
厳
止
し
、
死
刑
・
懲

役
・
耕
一
市
鋼
・
罰
金
に
改
め
る
)
、
②
酌
減
死
罪
(
死
罪
適
用
の
範
園
を
縮
小
す
る
)
、
③
死
刑
唯
一
(
死
刑
の
方
法
を
絞
刑
の
み
と
し
、
か
つ
公
開
庭
刑
を
慶

(日
)

(

V

N

)

止
す
る
)
、
④
捌
除
比
附
(
罪
刑
法
定
主
義
の
確
立
)
、
⑤
懲
治
教
育
(
責
任
年
齢
(
一
六
歳
)
の
設
定
)
、
が
表
明
さ
れ
た
。
た
だ
し
こ
の
う
ち
②
、

③
に
つ
い
て
は
現
状
に
か
ん
が
み
て
別
に
暫
行
章
程
を
用
意
し
、
奮
律
の
規
定
を
適
用
す
る
と
い
う
構
想
も
示
し
た
。

ま
た
草
案
の
中
で
も
っ
と
も
問
題
詞
附
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
礎
教
と
の
闘
係
に
つ
い
て
も
、
起
草
者
で
あ
る
岡
田
自
身
、
隼
親
属
・
屍
瞳
墳

(
日
)

墓
・
誘
拐
に
闘
す
る
罪
を
加
重
し
て
、
中
国
の
風
習
に
配
慮
し
た
と
述
べ
て
い
る
。

か
く
し
て
新
刑
律
草
案
が
完
成
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
草
案
が
憲
政
編
査
館
に
迭
ら
れ
た
後
、
各
部
、
各
督
撫
に
そ
の
是
非
が
諮
ら
れ
る

(

同

)

(

刀

)

ゃ
、
皐
部
や
安
徽
巡
撫
橋
脚
…
を
は
じ
め
と
し
て
、
績
々
と
反
封
意
見
が
寄
せ
ら
れ
た
。
草
案
の
具
樫
的
な
問
題
貼
と
し
て
多
く
の
督
撫
が
言
及

し
て
い
る
酷
は
、
①
比
附
の
醐
除
、
②
量
刑
を
裁
判
官
に
任
せ
る
、
③
死
刑
が
絞
刑
の
み
、
④
奮
律
に
比
し
て
刑
が
軽
す
ぎ
る
、
⑤
日
本
語
か

243 

ら
取
り
入
れ
た
語
葉
が
多
い
、
⑥
掌
親
属
に
封
す
る
犯
罪
に
針
し
凡
人
に
課
さ
れ
る
刑
と
大
差
な
い
、
⑦
無
夫
和
姦
(
配
偶
者
の
い
な
い
女
性
と
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和
姦
に
及
ぶ
こ
と
)
が
無
罪
、

の
七
賄
で
あ
る
。
暗
殺
に
閲
す
る
部
分
だ
け
で
な
く
、
①
、
②
の
よ
う
に
近
代
刑
法
の
基
本
的
な
原
則
に
つ
い

て
も
反
封
意
見
が
強
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
好
例
は
山
西
巡
撫
賓
棄
の
上
奏
丈
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

細
川
則
は
律
に
正
僚
が
無
け
れ
ば
、
罪
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
明
白
に
し
て
お
り
、
思
う
に
こ
れ
は
比
附
を
削
除
し
て
、
音
山
の
ま

ま
に
軽
重
を
な
す
こ
と
を
避
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
候
目
は
千
費
高
化
す
る
事
象
に
す
べ
て
針
臨
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、

邪
な
者
が
罪
を
避
け
る
門
を
聞
く
こ
と
に
な
る
。
罪
名
の
等
差
は
、
ま
た
某
刑
よ
り
某
刑
ま
で
と
し
て
、
上
下
が
か
け
離
れ
て
お
り
、
こ

と
ご
と
く
裁
判
す
る
も
の
が
自
ら
審
議
し
定
め
る
こ
と
を
許
し
て
い
る
。
目
下
裁
判
の
人
材
は
快
乏
し
て
お
り
、
法
律
に
習
熟
し
て
い
な

(
時
)

い
も
の
で
は
、
任
意
に
罪
を
高
下
さ
せ
、
レ
庭
断
が
公
平
で
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
る
。

こ
の
上
奏
の
後
半
で
問
題
と
さ
れ
て
い
た
貼
は
法
が
恋
意
的
に
運
用
さ
れ
る
危
険
性
で
あ
り
、
督
撫
の
多
く
は
現
肢
に
鑑
み
て
裁
判
官
に
よ
る

時
々
の
判
断
に
信
頼
を
寄
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
む
し
ろ
あ
ら
か
じ
め
法
に
よ
っ
て
量
刑
ま
で
定
め
る
べ
き
だ
と
す
る
「
律
」
の
設
想
が
根
強

く
残
っ
て
い
た
。
ま
た
新
刑
律
草
案
が
領
事
裁
判
権
を
撤
廃
す
る
こ
と
を
そ
の
目
的
の
ひ
と
つ
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
瞳
教
を
無
頑
し
た

(

刊

日

)

法
律
で
は
、
領
事
裁
判
制
度
の
問
題
を
解
決
す
る
前
に
固
が
傾
い
て
し
ま
い
、
本
末
縛
倒
に
な
る
と
指
摘
し
た
督
撫
も
い
る
。

そ
の
一
方
で
少
数
な
が
ら
新
刑
律
草
案
に
賛
成
を
示
し
た
の
が
、
山
東
巡
撫
哀
樹
勲
と
、
連
名
で
上
奏
丈
を
提
出
し
た
束
三
省
線
督
徐
世
昌
、

吉
林
巡
撫
陳
昭
常
、
署
黒
龍
江
巡
撫
周
樹
模
で
あ
っ
た
。
哀
樹
勲
は
ま
ず
法
律
改
正
が
、
列
園
競
争
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
園
を
守
る
た
め
必

要
不
可
依
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
威
嚇
主
義
的
な
奮
律
が
す
で
に
時
代
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
、
領
事
裁
判
権
撤
麿
と
い
う

(
初
)

所
期
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
も
新
刑
律
草
案
の
施
行
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。

ま
た
束
三
省
総
督
徐
世
昌
ら
は
法
律
が
憲
政
の
根
様
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
平
等
や
人
格
の
隼
重
と
い
っ
た
酷
に
も
一
定
の
理
解
を
示
し
て

い
る
。
ま
た
嘩
数
抵
の
督
撫
の
多
く
が
否
定
的
見
解
を
表
明
し
た
罪
刑
法
定
主
義
に
つ
い
て
も
、
彼
ら
と
は
封
照
的
に
そ
れ
を
規
定
し
た
第
一

O
候
の
築
註
に
お
い
て
賛
成
意
見
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

本
僚
の
規
定
を
考
え
る
と
、
こ
れ
は
比
附
を
麿
止
す
る
た
め
の
も
の
で
、
本
律
の
中
で
も
最
も
精
神
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
刑
律
を
護
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布
す
る
の
は
も
と
も
と
人
民
に
何
を
な
す
べ
き
か
な
さ
ざ
る
べ
き
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
り
、
凡
そ
律
例
の
許
さ
な
い
と
こ
ろ
は

律
に
照
ら
し
て
罪
を
科
す
、
と
い
う
の
が
正
首
な
庭
置
で
あ
る
。
(
中
略
)
現
今
の
改
正
刑
律
の
意
圃
は
法
典
を
整
頓
し
て
明
示
す
る
こ

と
で
、
圏
内
の
臣
民
が
従
う
の
に
弊
害
が
無
く
、
外
園
の
固
民
が
信
じ
守
る
こ
と
に
疑
い
が
無
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
種
の

不
完
全
な
制
度
は
欧
米
各
国
で
は
も
う
既
に
禁
例
と
し
、
わ
が
圃
の
最
近
の
撃
者
も
そ
の
非
を
知
っ
て
い
る
。
本
律
が
こ
の
制
度
を
採
用

(
況
)

し
な
か
っ
た
の
は
、
も
っ
と
も
完
全
で
す
ば
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
徐
世
昌
ら
が
述
べ
て
い
る
の
は
、
人
民
へ
の
法
の
明
示
の
必
要
性
で
あ
り
、
領
事
裁
判
制
度
撤
廃
の
た
め
に
も
罪
刑
法
定
主
義
の
確
立

が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

一
方
で
檀
数
振
が
常
に
裁
判
官
の
恋
意
性
の
み
を
問
題
に
し
た
の
は
、
統
治
の
安
定
の
た
め
に
、
ど

う
す
れ
ば
す
べ
て
の
罪
を
遺
漏
無
く
捕
捉
し
得
る
の
か
と
い
う
「
律
」
の
琵
想
に
固
執
し
て
い
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

一
部
賛
意
を
示
し
た
督
撫
は
い
る
も
の
の
、
大
部
分
は
反
封
意
見
ば
か
り
の
各
地
方
官
の
音
山
見
提
出
を
受
け
て
、
宣
統
元
年
一
一
一
月

に
は
法
部
向
書
廷
烹
が
修
訂
法
律
大
臣
の
沈
家
本
ら
と
連
名
で
第
二
次
草
案
を
上
奏
し
た
。

以
上
、

一
次
草
案
か
ら
の
主
な
壁
更
貼
は
、
倫
常
に
か
か

わ
る
部
分
を
一
等
加
重
す
る
と
い
う
も
の
で
、
君
主
、
尊
親
属
に
封
す
る
罪
に
饗
更
が
加
え
ら
れ
た
。
ま
た
草
案
中
の
車
語
が
若
干
修
正
さ
れ

た

一
方
で
比
附
や
量
刑
に
つ
い
て
の
規
定
は
、
正
丈
上
で
は
壁
更
さ
れ
な
か
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
三
綱
五
常
の
、
水
遠
に
遵
奉
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
改
め
て
再
確
認
さ
れ
、
こ
の
た
め
刑
律
本
丈
と
は
別
に
附
則
の
五
僚
が
追
加

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
附
則
五
僚
に
つ
い
て
は
す
で
に
小
野
和
子
氏
の
専
論
が
あ
り
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
が
、

(
出
)

こ
こ
で
も
行
論
の
必
要
上
各
候
の
規
定
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
第
一
僚
は
量
刑
判
断
に
つ
い
て
奮
律
を
参
照
し
別
に
判
例
を
用
意
し
て
援

引
さ
せ
る
こ
と
。
第
二
僚
は
中
園
人
に
封
し
て
は
倫
紀
礎
教
に
か
か
わ
る
罪
(
十
悪
、
務
塚
、
犯
姦
生
寸
)
は
奮
律
に
よ
っ
て
裁
く
こ
と
。
第
三
僚

は
君
主
に
釘
す
る
罪
や
内
乱
罪
に
は
斬
刑
が
適
用
で
き
る
こ
と
。
第
四
僚
は
強
盗
罪
に
つ
い
て
は
最
刑
で
の
ぞ
む
こ
と
。
第
五
僚
は
中
国
人
に

245 

は
隼
親
属
に
針
し
て
正
首
防
衛
を
み
と
め
な
い
こ
と
。
以
上
の
五
黙
で
あ
る
。
第
二
候
、
第
五
伎
は
中
園
人
の
み
封
象
と
す
る
こ
と
が
明
示
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
附
則
が
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
露
骨
に
奮
律
の
復
活
が
誼
わ
れ
、
ま
さ
に
新
刑
律
の
精
神
は
骨
抜
き
に
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
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(
お
)

た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
奉
げ
ら
れ
て
い
る
諸
賄
が
な
お
附
則
と
い
う
形
を
と
り
、
正
丈
中
に
組
み
込
ま
れ
な
か
っ
た
の
は
、
領
事

裁
判
制
度
を
廃
止
す
る
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

な
お
こ
の
間
に
は
新
刑
律
施
行
ま
で
の
経
過
措
置
と
し
て

れ
て
い
た
。
宣
統
一
万
年
八
月
修
訂
法
律
館
よ
り
草
案
が
上
奏
さ
れ
た
の
ち
、
憲
政
編
査
館
へ
迭
ら
れ
て
審
議
さ
れ
、
翌
宣
統
二
年
四
月
憲
政
編

『
大
清
律
例
』
に
大
幅
な
修
正
を
加
え
た

『
大
清
現
行
刑
律
」
の
修
訂
も
進
め
ら

査
館
よ
り
上
奏
、
こ
れ
が
裁
可
さ
れ
て
頒
布
施
行
の
運
び
と
な
っ
た
。
た
だ
し
「
大
清
現
行
刑
律
』

(
お
)

の
枠
を
出
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

の
内
容
は
、
時
勢
に
麿
じ
て
若
干
の
修
正

が
加
え
ら
れ
た
も
の
の
、
本
質
的
に
は

『
大
清
律
例
』

r-¥ 

一) 

憲
政
編
査
館
に
お
け
る
審
議

宣
統
二
(
一
九
一

O
)
年
に
な
る
と
、
新
刑
律
草
案
は
憲
政
編
査
館
に
迭
ら
れ
て
審
議
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
こ
で
も
や
は
り
草
案

が
櫨
教
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
い
る
と
の
批
判
の
撃
が
奉
げ
ら
れ
た
。
そ
の
筆
頭
は
憲
政
編
査
館
参
議
の
勢
乃
宣
で
あ
り
、
正
柴
賓
は
、
労
の

(
釘
)

主
張
に
つ
い
て
「
礎
教
に
閲
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
言
葉
遣
い
が
は
な
は
だ
巌
し
い
」
も
の
で
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
勢
乃
宣
が
新
刑
律
に

封
し
て
修
正
を
求
め
る
た
め
に
準
備
し
た
も
の
が
「
修
正
刑
律
草
案
説
帖
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
宣
統
三
年
持
乃
宣
自
ら
が
編
集
し
た

『
新
刑
律

修
正
案
柔
録
」
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
こ
の
説
帖
の
旨
頭
で
は
第
二
次
草
案
提
出
の
際
の
上
奏
丈
が
引
用
さ
れ
る
と
と
も
に
、
こ
の
法
部

が
用
意
し
た
草
案
に
つ
い
て
「
倫
常
に
か
か
わ
る
諸
僚
に
つ
い
て
奮
律
を
参
照
し
て
正
丈
の
中
に
修
正
編
入
さ
れ
て
い
な
い
」
と
不
満
の
意
を

(
岱
)

述
べ
、
「
奮
律
の
中
で
倫
常
に
か
か
わ
る
諸
僚
に
つ
い
て
は
、
逐
一
修
正
の
う
え
新
刑
律
の
中
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
勢
乃
宣
の
批
判
に
封
し
て
は
、
沈
家
本
自
ら
が
筆
を
執
り
反
論
を
加
え
た
。
そ
れ
が
「
沈
大
臣
酌
擬
灘
法
説
帖
」
で
あ
り
、
勢
乃

官
一
の
修
正
案
に
封
し
、
経
主
目
、
史
書
を
引
用
し
て
勢
の
論
撮
を
切
り
崩
す
と
と
も
に
、
お
お
む
ね
判
決
録
を
用
意
す
る
こ
と
で
、
従
来
の
嘩
数

に
添
っ
た
形
で
法
を
運
用
す
る
こ
と
も
十
分
可
能
で
あ
る
と
の
主
張
を
展
開
し
た
。
さ
ら
に
犯
姦
、
子
孫
違
反
数
令
の
一
一
貼
に
つ
い
て
は
も
っ

ば
ら
敬
育
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
り
、
刑
罰
を
課
す
必
要
性
は
な
い
こ
と
、
と
く
に
無
夫
和
姦
に
つ
い
て
は
諸
外
国
の
法
律
で
も
こ
れ
を
罰
す

十
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る
規
定
が
な
く
、
領
事
裁
判
権
撤
廃
の
観
酷
か
ら
言
っ
て
も
到
底
正
丈
中
に
組
み
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
封
し
勢
乃

宣
は
一
一
際
の
納
得
を
示
し
た
も
の
の
、
犯
姦
、
子
孫
違
反
数
令
に
つ
い
て
は
再
反
論
を
加
え
、
再
度
こ
の
二
僚
を
正
僚
に
繰
り
込
む
べ
き
だ
と

(
M
U
)
 

主
張
し
た
。

ま
た
こ
の
時
期
新
刑
律
草
案
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
の
は
勢
乃
官
一
と
沈
家
本
だ
け
で
は
な
く
、
憲
政
編
査
韻
内
部
に
お
い
て
も
、

館
員
た
ち
の
聞
で
た
び
た
び
意
見
が
戟
わ
さ
れ
た
。
『
正
柴
賓
日
記
」
に
よ
れ
ば
、
七
月
一
一
日
に
は
呉
廷
隻
が
説
帖
三
件
を
提
出
し
、
そ
の
内

容
は
「
曜
教
の
こ
と
ば
か
り
を
言
、
つ
過
ち
を
痛
烈
に
批
判
し
、
玉
老
(
勢
乃
賃
)
と
針
極
を
な
し
て
い
る
。
議
論
は
精
妙
に
し
て
透
徹
し
て
お

(
鈎
)

り
わ
か
り
や
す
い
」
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
爾
者
の
封
立
は
説
帖
の
や
り
取
り
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
七
月
六
日
に
は
合
議
の
席
上
で
、
呉

廷
撞
ら
と
持
乃
宣
と
の
聞
で
争
論
が
繰
り
虞
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
様
子
に
つ
い
て
「
舌
戦
は
長
時
間
に
お
よ
び
要
領
を
得
な
か
っ

(
出
)

た
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
憲
政
編
査
館
に
お
け
る
議
論
の
様
子
は
、
各
地
の
新
聞
に
お
い
て
も
逐
一
報
道
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
記
事
に
よ

る
と
、
反
封
汲
の
代
表
は
勢
乃
官
一
と
沈
林
一
で
あ
っ
た
と
い
う
。
沈
は
勢
と
歩
調
を
あ
わ
せ
て
反
封
意
見
を
主
張
し
、
比
附
の
復
活
な
ど
を
唱

(
犯
)

え
た
。
こ
れ
に
封

L
新
刑
律
草
案
賛
成
抵
と
し
て
反
論
に
た
っ
た
代
表
が
呉
廷
墜
と
楊
度
で
あ
る
。
八
月
に
は
憲
政
編
査
館
内
の
曾
議
で
雨
者

が
激
し
く
議
論
し
、
呉
廷
警
は
領
事
裁
判
制
度
撤
麿
の
必
要
性
を
訴
え
た
う
え
で
、
勢
乃
官
一
の
主
張
を
人
遁
に
反
す
る
と
斥
け
、
持
乃
宣
が
主

張
す
る
よ
う
な
刑
律
は
外
園
人
に
到
底
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
主
張
し
た
。
ま
た
楊
度
は
、
暗
殺
に
は
国
家
主
義
と
家
族
主
義
の
匿
別
が
あ
る

こ
と
、
中
園
の
新
刑
律
は
国
家
主
義
に
進
む
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
。

後
日
の
編
制
局
舎
議
で
も
、
持
乃
宣
が
反
封
の
聾
を
あ
げ
た
主
要
二
酷
で
あ
る
無
夫
和
姦
と
子
孫
達
反
数
令
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
た
が
、
こ

(
社
)

こ
で
も
雨
僚
に
つ
い
て
法
律
上
に
明
記
し
て
罪
を
定
め
る
必
要
は
な
い
と
の
判
断
が
な
さ
れ
た
。

247 

以
上
が
憲
政
編
査
館
内
に
お
け
る
新
刑
律
草
案
の
審
議
過
程
で
あ
る
。
説
帖
の
や
り
取
り
か
ら
賓
際
の
合
議
に
お
け
る
議
論
を
通
し
て
憲
政

編
査
館
と
し
て
の
新
刑
律
草
案
へ
の
取
り
扱
い
方
が
決
定
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
が
、
憲
政
編
査
館
員
の
な
か
に
は
日
本
へ
の
留
皐
経
験
を
持
つ

十
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(
日
)

も
の
が
多
く
、
新
刑
律
推
進
振
が
多
数
を
占
め
て
い
た
た
め
、
結
局
労
乃
宣
の
強
く
主
張
し
た
無
夫
和
姦
と
子
孫
達
反
数
令
の
雨
案
が
正
文
の

中
に
明
記
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
議
論
の
結
果
を
受
け
て
、
資
政
院
の
審
議
に
供
す
る
た
め
の
第
三
次
草
案
が
準
備
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
。
草
案
の
準
備
は
憲
政
編
査
館
内
の
館
員
た
ち
の
手
で
行
わ
れ
た
が
、
任
性
宋
賓
も
こ
の
作
業
に
加
わ
っ
て
お
り
、
彼
の
日
記

に
よ
れ
ば
八
月
九
日
か
ら
十
六
日
ま
で
連
日
新
刑
律
草
案
の
修
改
作
業
を
行
っ
て
い
た
。
ま
た
草
案
提
出
の
際
の
上
奏
丈
の
原
案
は
呉
廷
印
刷
ヱ
の

(
お
)

手
で
起
草
さ
れ
た
。

(
幻
)

そ
し
て
一

O
月
四
日
に
第
三
次
草
案
が
上
奏
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
草
案
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
附
則
五
僚
の
内
容
が
修
正
さ

れ
、
暫
行
章
程
と
い
う
名
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
奮
律
を
適
用
す
る
と
い
う
よ
う
な
露
骨
な
文
言
は
影
を
潜
め
、

ひ
と
ま
ず

法
律
の
篠
丈
に
合
わ
せ
た
形
で
櫨
教
に
配
慮
す
る
こ
と
が
園
ら
れ
た
。
そ
の
暫
行
章
程
の
内
容
は
、
以
下
の
五
僚
か
ら
な
る
。
第
一
僚
が
君
主
、

内
乱
、
外
患
、
隼
親
属
殺
傷
な
ど
の
罪
に
は
斬
刑
が
適
用
可
能
。
第
二
僚
は
墳
墓
琵
掘
、
死
瞳
遺
棄
罪
に
は
死
刑
が
適
用
可
能
。
第
三
候
は
、

強
盗
罪
は
情
状
に
庭
じ
て
死
刑
が
適
用
可
能
。
第
四
僚
は
無
夫
和
姦
有
罪
。
第
五
僚
は
箪
親
属
に
封
し
て
は
正
首
防
衛
適
用
不
可
、
と
い
う
も

の
で
、
要
す
る
に
草
案
正
丈
に
比
べ
て
礎
教
を
重
ん
じ
、
良
俗
を
最
刑
に
よ
っ
て
維
持
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
附
則
五
候
か

ら
暫
行
章
程
へ
の
愛
更
理
由
と
し
て
は
、
ま
ず
附
則
五
僚
の
第
一
僚
に
つ
い
て
は
「
別
に
判
決
例
を
編
輯
し
て
援
引
に
資
す
る
の
は
各
圃
の
通

例
で
あ
る
」
と
し
て
そ
の
麿
止
の
理
由
を
説
明
し
た
。
そ
し
て
倫
紀
礎
教
に
か
か
わ
る
罪
は
奮
律
に
よ
っ
て
裁
く
こ
と
を
定
め
た
附
則
五
僚
の

第
二
僚
に
つ
い
て
は
、
「
第
二
僚
が
列
畢
す
る
各
項
に
つ
い
て
は
な
お
奮
律
を
用
い
る
と
い
う
の
は
ほ
と
ん
ど
全
瞳
の
数
力
を
泊
失
さ
せ
る
も

の
で
、
こ
と
に
朝
廷
修
訂
の
本
意
に
も
と
る
」
と
し
、
あ
わ
せ
て
家
族
制
度
に
か
か
わ
る
諸
僚
に
つ
い
て
は
草
案
内
で
配
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

憲
政
編
査
館
で
の
審
議
は
新
刑
律
推
進
汲
が
優
勢
で
あ
り
、
勢
乃
宣
の
櫨
教
に
閲
わ
る
犯
罪
に
つ
い
て
は
正
文
上
に
明
記
す
べ
き
だ
と
す
る

主
張
は
斥
け
ら
れ
た
。
反
封
振
に
配
慮
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
附
則
に
つ
い
て
も
、
内
容
が
緩
和
さ
れ
た
う
え
、
奮
律
を
適
用
す
る
と
い
っ

た
露
骨
な
文
言
も
取
り
下
げ
ら
れ
、
形
式
に
つ
い
て
も
整
え
ら
れ
た
も
の
と
な
っ
た
。
た
だ
な
お
耀
数
日
以
の
意
見
を
完
全
に
は
無
嗣
す
る
こ
と

十
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は
で
き
ず
、
こ
の
暫
行
章
程
を
安
協
的
措
置
と
し
て
引
き
穣
き
残
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
が
憲
政
編
査
館
に
よ
る
草
案
審
議
の
模
様
で
あ
り
、

い
よ
い
よ
資
政
院
の
審
議
に
附
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

f ¥  

一
¥-〆

資
政
院
に
お
け
る
審
議

前
節
で
見
て
き
た
よ
う
な
経
緯
を
た
ど
り
準
備
さ
れ
た
第
三
次
草
案
は
、
園
舎
の
前
身
に
首
た
る
資
政
院
の
審
議
に
か
け
ら
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
資
政
院
は
宣
統
一
一
年
九
月
に
開
院
さ
れ
、
こ
こ
で
は
各
種
の
法
案
や
珠
算
案
の
審
議
が
執
り
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
一
方
で
立
憲

政
盟
樹
立
を
求
め
る
運
動
は
過
熱
し
て
い
き
、
各
省
諮
議
局
な
ど
の
要
請
も
受
け
て
、
九
月
二

O
日
資
政
院
で
も
圃
曾
速
聞
を
求
め
る
こ
と
が

全
合
一
致
で
可
決
さ
れ
、

二
四
日
に
は
園
合
連
聞
を
迫
る
上
奏
が
提
出
さ
れ
た
。
こ
れ
に
封
し
朝
廷
は
園
舎
の
間
合
、
憲
法
の
頒
布
の
珠
定
を

(
お
)

四
年
繰
り
上
げ
、
官
一
統
五
年
に
短
縮
す
る
と
の
上
論
を
下
し
、
園
舎
請
願
運
動
の
沈
静
化
を
園
っ
た
。

一
月
一
日
よ
り
新
刑
律
草
案
の
審
議
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
だ
が
、
こ

」
の
よ
う
に
立
憲
制
へ
の
動
き
が
加
速
し
て
い
く
中
、

こ
で
政
府
特
汲
員
と
し
て
草
案
の
主
旨
説
明
を
行
っ
た
の
が
楊
度
で
あ
る
。
楊
度
は
演
説
の
中
で
暫
行
章
程
に
つ
い
て
も
言
及
し
、
ま
ず
こ
こ

で
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
新
刑
律
の
主
旨
と
符
合
し
な
い
た
め
附
則
に
ま
わ
し
た
と
説
明
し
た
。

つ
ま
り
第
一
僚
は
死
刑
唯
一
の
方
針
に

反
す
る
こ
と
。
第
二
、
三
伎
は
死
刑
減
少
の
方
針
に
反
す
る
こ
と
。
第
四
僚
に
つ
い
て
は
娼
妓
な
ど
の
存
在
は
認
め
ざ
る
を
得
ず
、
立
法
上
の

差
支
え
が
あ
る
う
え
、
誼
擦
を
求
め
る
こ
と
が
困
難
で
審
判
上
の
支
障
が
あ
り
、
さ
ら
に
諸
外
固
に
は
無
夫
和
姦
に
つ
い
て
の
規
定
が
な
い
た

め
領
事
裁
判
権
撤
廃
が
困
難
と
な
り
、
外
交
上
の
支
障
に
も
な
る
と
指
摘
し
た
。
第
五
候
は
、
立
法
上
、
父
子
と
い
え
ど
も
公
平
に
扱
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
に
反
す
る
と
説
明
し
た
。
さ
ら
に
楊
度
は
績
け
て
、
暫
行
章
程
が
暫
行
と
さ
れ
る
所
以
は
人
民
の
程
度
が
不
足
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
先
に
資
政
院
に
よ
り
園
合
同
連
聞
の
要
求
が
出
さ
れ
、
現
に
園
舎
の
開
設
が
首
初
の
宣
統
九
年
か
ら
宣
統
五

年
に
短
縮
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
、

249 

全
園
人
民
の
程
度
は
宣
統
五
年
に
は
憲
法
を
遵
守
す
る
能
力
が
あ
る
と
し
た
の
に
、
何
故
宣
統
五
年
に
は
新
刑
律
を
遵
守
す
る
能
力
が
な

十
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い
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
の
問
題
は
正
首
な
解
轄
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
る
に
憲
政
編
査
館
が
草
案
を
編
訂
し

た
の
は
一

O
月
三
日
以
前
で
あ
り
、
こ
の
草
案
を
一
時
に
更
改
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ま
し
て
資
政
院
は
す
で
に
成
立
し
、
閉
A
官

以
前
に
急
ぎ
そ
の
審
議
に
附
さ
な
い
わ
け
に
は
い
か
ず
、
な
お
の
こ
と
更
改
の
徐
暇
は
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
暫
行
章
程
に
つ
い
て
も
慶
止

で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
現
在
い
わ
ゆ
る
人
民
程
度
の
説
に
つ
い
て
も
、
先
に
貴
院
諸
君
は
園
舎
開
設
を
請
、
っ
た
と
き
、
政
府
は
人
民

の
程
度
に
封
し
確
貰
に
把
握
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
資
政
院
議
員
は
全
国
人
民
の
代
表
で
あ
り
、
人
民
の
程
度
に
釘
し
て

も
政
府
に
比
べ
て
適
切
か
つ
明
確
に
把
握
し
て
い
る
と
言
明
し
て
い
る
。
ひ
っ
き
ょ
う
い
か
な
る
種
類
の
刑
律
を
適
用
す
べ
き
で
あ
り
、

人
民
の
程
度
は
い
か
ほ
ど
で
あ
る
か
、
諸
君
の
議
論
と
判
断
を
待
た
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

と
述
べ
た
。
な
お
附
言
す
れ
ば
、
憲
政
編
査
館
よ
り
第
三
次
草
案
が
奏
呈
さ
れ
た
の
は
一

O
月
四
日
で
あ
り
、
宣
統
五
年
に
は
園
舎
を
開
設
す

(
m
m
)
 

る
と
し
た
上
議
が
下
さ
れ
た
の
は
そ
の
前
日
の
一

O
月
三
日
で
あ
っ
た
。
楊
度
の
見
解
と
し
て
は
暫
行
章
程
の
「
暫
行
」
は
あ
く
ま
で
憲
法
公

布
の
と
き
ま
で
の
こ
と
で
あ
り
、

い
わ
ん
や
そ
れ
が
宣
統
五
年
に
切
り
上
げ
ら
れ
、
新
刑
律
施
行
と
の
あ
い
だ
に
わ
ず
か
二
年
の
ず
れ
し
か
な

い
以
上
、
も
は
や
暫
行
章
程
は
不
要
の
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ん
ば
か
り
で
あ
る
。

そ
の
後
審
議
が
績
け
ら
れ
た
が
、
結
局
草
案
に
つ
い
て
は
、
き
わ
め
て
重
大
な
新
法
典
で
あ
り
、
各
議
員
が
熟
語
し
て
慎
重
に
審
議
す
べ
き

(
叫
)

で
あ
る
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
法
典
股
(
資
政
院
内
の
法
典
委
員
舎
。
副
員
長
は
庄
楽
賓
)
の
審
議
に
附
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

法
典
股
で
の
審
議
中
、
勢
乃
宣
は
「
新
刑
律
修
正
案
」
を
提
出
し
た
。
彼
が
提
示
し
た
修
正
案
は
、
非
常
に
多
岐
に
渡
る
が
、
要
す
る
に
隼

親
属
と
卑
幼
、
夫
と
妻
の
聞
に
起
こ
っ
た
殺
人
傷
害
等
の
犯
罪
に
封
し
、
借
等
親
層
や
夫
に
つ
い
て
は
刑
を
軽
く
、
卑
幼
や
妻
に
つ
い
て
は
刑
を

重
く
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
子
孫
違
反
数
令
を
正
候
内
に
定
め
る
こ
と
、
暫
行
章
程
第
四
・
五
候
を
正
候
に
繰
り
込
む
こ

(
引
)

と
も
要
求
し
た
。
な
お
こ
の
修
正
案
は
資
政
院
議
員
の
過
半
数
に
及
ぶ
百
名
を
越
え
る
賛
同
議
員
の
署
名
を
得
て
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
曜
数
汲
の
動
き
に
封
し
て
は
、
北
京
の
政
亭
界
の
人
士
も
強
い
危
機
感
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
新
律
維
持
舎
な
る
も
の
が

結
成
さ
れ
、
資
政
院
議
員
た
ち
に
新
刑
律
賛
成
を
働
き
か
け
、
同
時
に
反
封
一
淑
に
辞
駁
を
加
え
る
こ
と
が
拘
束
さ
れ
た
。
さ
ら
に
新
律
維
持
合
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の
集
舎
に
は
資
政
院
議
員
の
陸
宗
輿
と
羅
傑
が
訪
れ
て
新
刑
律
の
必
要
を
訴
え
る
演
説
を
行
い
、
参
加
者
は
三
百
人
を
越
え
て
大
き
な
盛
り
上

(
必
)

が
り
を
見
せ
た
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。
新
刑
律
草
案
を
め
ぐ
る
北
京
の
雰
園
気
の
一
端
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
て
上
記
の
よ
う
に
新
刑
律
草
案
を
め
ぐ
っ
て
は
げ
し
い
動
き
の
あ
る
中
で
、
正
坐
宋
賓
を
中
心
と
す
る
法
典
股
は
一

一
月
二
日
か
ら
一
六
日

に
い
た
る
ま
で
、
憲
政
編
査
館
よ
り
祇
遣
さ
れ
た
政
府
特
汲
員
も
交
え
て
連
日
新
刑
律
草
案
の
審
議
が
績
け
ら
れ
、
新
刑
律
草
案
に
封
し
て
さ

(
必
)

ま
ざ
ま
な
修
正
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
新
刑
律
の
審
議
が
再
開
さ
れ
た
の
は
二
一
月
六
日
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
ず
正
栄
賓
か
ら
股
員

舎
の
審
議
結
果
の
報
告
が
行
わ
れ
、
そ
こ
で
は
新
刑
律
は
家
族
主
義
を
保
存
し
た
酷
も
多
い
と
述
べ
て
、
礎
教
抵
の
議
員
に
一
躍
の
配
慮
を
見

せ
た
。
法
典
股
員
舎
の
具
躍
的
な
修
正
箇
所
に
つ
い
て
は
多
岐
に
渡
る
が
、
そ
の
中
で
特
に
指
摘
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
貼
が
暫
行
章

程
の
廃
止
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
終
始
議
論
の
的
と
な
っ
て
い
た
無
夫
和
姦
の
問
題
は
、

っ
た
の
で
あ
る
。

ひ
と
ま
ず
完
全
に
無
罪
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な

(
叫
)

つ
ま
り
こ
の
問
題
は
正
文
に
組
み
込
む
か
ど
う
か
と
い
う
ご
く
形
式
的
な
レ
ベ
ル
の
封
立
で
は
な
く
、
有
罪
か
無
罪
か
を
量
一

正
面
か
ら
問
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
強
盗
な
ど
に
つ
い
て
も
死
刑
を
適
用
す
る
、
反
乱
や
隼
親
属
殺
人
に
つ
い
て
は
斬
刑

の
適
用
も
可
能
と
い
う
よ
う
な
規
定
は
す
べ
て
削
除
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
暫
行
章
程
廃
止
に
つ
い
て
、
圧
柴
賓
は
法
典
股
員
舎
で
の
草

案
修
正
報
告
の
最
後
に

暫
行
章
程
に
つ
い
て
は
、
な
お
一
言
書
明
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
暫
行
章
程
の
存
在
理
由
は
、
昔
時
の
政
府
委
員
の
演
説
に
よ
っ
て
も

十
分
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
股
員
舎
の
討
論
で
暫
行
章
程
は
不
要
に
で
き
る
と
し
た
。
す
で
に
理
白
書
を
用
意
し
て
融
書
長
に

迭
り
、
印
刷
し
て
各
位
の
も
と
へ
分
迭
し
て
も
ら
っ
た
。
詳
細
は
理
白
書
の
中
で
す
で
に
説
明
し
て
お
り
、
各
位
は
す
で
に
全
員
こ
れ
に

目
を
通
し
て
い
る
の
で
、
本
議
員
は
さ
ら
に
も
う
一
度
説
明
す
る
必
要
は
な
い
。

と
述
べ
て
い
る
。
『
正
柴
賓
日
記
」

(
一
心
)

の
一
一
月
二

O
日
に
も
そ
の
他
の
饗
更
賠
と
と
も
に
「
暫
行
章
程
捌
除
」
と
列
翠
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
一

一
一
月
六
日
の
修
正
結
果
報
告
の
際
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
理
白
書
に
つ
い
て
は
、
幸
い
に
も
そ
の
概
要
が
『
申
報
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、

251 

そ
れ
に
基
づ
い
て
内
容
を
紹
介
す
る
と
、

一
一
月
一
日
に
楊
度
が
行
っ
た
草
案
の
主
旨
説
明
同
様
、
暫
行
章
程
が
新
刑
律
の
五
つ
の
特
徴
に
反
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す
る
こ
と
が
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
た
上
で
、

暫
行
章
程
五
箇
候
と
新
刑
律
が
採
用
す
る
主
義
と
は
根
本
的
に
併
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
し
中
園
の
奮
俗
に
こ
だ
わ
る
の
で
あ
れ

ば
、
新
律
は
編
一
訂
す
る
必
要
が
な
い
。
も
し
人
民
の
程
度
が
不
足
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
頒
行
期
限
を
早
め
る
か
遅
く

す
る
か
の
問
題
で
あ
り
、
決
し
て
新
刑
律
賓
行
の
際
に
、
別
に
暫
行
章
程
を
設
け
て
、
も
っ
て
こ
の
新
刑
律
を
破
壊
す
る
こ
と
は
で
き
な

(
必
)

ぃ
。
本
股
員
舎
は
一
度
な
ら
ず
討
論
し
多
数
決
で
表
決
を
採
り
、
必
ず
(
暫
行
章
程
を
)
削
除
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。

と
そ
の
廃
止
の
理
由
を
述
べ
て
い
る
。

庄
の
審
議
結
果
報
告
の
後
に
草
案
の
逐
候
審
議
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
死
刑
は
絞
首
刑
を
以
っ
て
す
る
こ
と
な
ど
を
定
め
た
第
七
章

刑
名
の
部
分
に
つ
い
て
も
何
の
異
議
も
出
さ
れ
ず
賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
た
。

つ
ま
り
暫
行
章
程
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
斬
刑
の
適
用
や
、

死
刑
適
用
範
園
の
掻
大
な
ど
は
、
こ
こ
で
は
特
に
問
題
調
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
督
撫
た
ち
の
聞
で
は
あ
れ
ほ
ど
問
題
覗
さ
れ
た

比
附
の
削
除
に
つ
い
て
も
、
ま
っ
た
く
反
封
論
は
提
出
さ
れ
る
こ
と
な
く
通
過
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
暫
行
章
程
で
も
規
定
さ

れ
、
ま
た
持
乃
宣
が
正
候
に
繰
り
込
む
こ
と
を
要
求
し
た
、
等
親
属
に
封
す
る
正
首
防
衛
の
問
題
に
つ
い
て
も
議
論
さ
れ
た
が
、
結
局
隼
親
属

に
封
し
て
は
正
首
防
衡
を
認
め
な
い
こ
と
を
正
僚
の
中
で
明
示
す
べ
き
だ
と
い
う
勢
乃
宣
ら
の
主
張
は
、

二
O
人
ほ
ど
の
賛
同
を
得
る
の
み
で
、

否
決
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。

(
釘
)

翌
七
日
は
特
に
問
題
な
く
審
議
が
進
め
ら
れ
、
八
日
議
論
が
姦
非
罪
に
至
っ
た
と
こ
ろ
で
、
無
夫
和
姦
を
有
罪
に
す
る
か
否
か
で
延
々
と
議

論
が
繰
り
庚
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
中
で
は
、
「
こ
の
一
僚
に
つ
い
て
不
要
を
主
張
す
れ
ば
明
ら
か
に
礎
教
に
背
く
こ
と
と
な
り
、
正

候
に
入
れ
る
こ
と
を
主
張
す
れ
ば
、
領
事
裁
判
権
を
回
牧
す
る
の
に
障
害
と
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
原
案
が
こ
の
候
を
暫
行
章
程
に
入
れ
た
の
は

大
壁
な
苦
心
を
費
や
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
今
法
典
股
員
舎
が
暫
行
章
程
を
一
律
に
削
除
し
て
し
ま
い
、
こ
の
た
め
櫨
教
の
保
全
を
訴
え
る
人

は
さ
ら
に
力
を
入
れ
、
人
数
も
多
く
な
っ
た
。
本
議
員
の
意
見
は
暫
行
章
程
を
残
す
べ
き
だ
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
」
と
い
う
意
見
も
出
さ
れ

る
な
ど
、
暫
行
章
程
を
一
律
に
廃
止
し
た
こ
と
へ
の
不
満
も
表
明
さ
れ
た
。
最
終
的
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
有
罪
・
無
罪
い
ず
れ
と
す
る
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か
で
表
決
が
と
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
投
票
は
記
名
で
行
わ
れ
、
無
夫
和
姦
有
罪
に
賛
成
の
も
の
は
白
票
を
、
反
針
の
も
の
は
藍
票
を
そ
れ

ぞ
れ
投
じ
、
そ
の
結
果
、
白
票
多
数
す
な
わ
ち
無
夫
和
姦
有
罪
と
な
り
、
さ
ら
に
こ
の
候
文
を
正
僚
に
繰
り
込
む
か
、
そ
れ
と
も
暫
行
章
程
と

い
う
形
を
と
る
の
か
に
つ
い
て
の
決
も
採
ら
れ
、
結
局
無
夫
和
姦
は
有
罪
と
し
た
う
え
で
、
正
佼
に
規
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
こ
の
日
は
決
着

(

羽

)

(

羽

)

を
見
た
。
正
栄
賓
は
日
記
の
中
で
、
こ
の
日
の
結
果
を
も
っ
て
「
全
瞳
失
敗
」
で
あ
る
と
し
、
「
余
問
問
と
し
て
蹄
る
」
と
記
し
て
お
り
、
そ

の
落
謄
振
り
が
う
か
が
わ
れ
る
。

以
上
資
政
院
の
無
夫
和
姦
の
採
決
で
は
勢
乃
宣
ら
が
勝
利
を
収
め
た
か
に
見
え
た
が
、
こ
れ
に
封
し
迂
柴
賓
ら
無
夫
和
姦
の
無
罪
を
主
張
し

て
藍
票
を
投
じ
た
人
々
(
蛍
時
彼
ら
は
藍
票
盆
…
と
呼
ば
れ
、
ム
円
票
を
投
じ
た
議
員
は
白
票
黛
と
呼
ば
れ
る
こ
と
と
な
る
o
)

も
巻
き
返
し
を
園
る
こ
と
と

(
同
)

な
る
。
九
日
の
審
議
に
際
し
て
は
、
正
装
賢
、
陸
宗
輿
ら
を
中
心
に
彼
ら
の
多
く
が
鉄
席
戦
術
を
と
っ
た
た
め
、
こ
の
日
の
審
議
は
ほ
と
ん
ど

(
日
)

進
ま
な
か
っ
た
。
そ
し
て
正
栄
賓
と
陸
宗
輿
は
、
今
後
の
審
議
の
封
麿
策
を
協
議
す
る
べ
く
、
資
政
院
で
の
審
議
が
始
ま
る
前
に
藍
票
を
投
じ

(
臼
)

た
も
の
た
ち
で
集
ま
る
こ
と
を
約
し
、
資
政
院
で
の
審
議
最
終
日
に
あ
た
る
翌
一

O
日
藍
票
黛
の
面
々
は
、
本
合
議
の
前
に
あ
つ
ま
り
封
庭
策

を
協
議
し
た
。
そ
の
結
果
、
審
議
の
順
番
が
最
初
に
あ
る
新
刑
律
草
案
を
、
議
事
の
最
後
に
も
っ
て
い
く
よ
う
提
案
す
る
こ
と
、
そ
し
て
徳
則

採
決
の
際
に
は
、
改
め
て
三
讃
に
附
す
る
よ
う
主
張
す
る
こ
と
が
約
束
さ
れ
た
。
要
す
る
に
時
間
稼
ぎ
を
行
っ
て
、
分
則
の
審
議
を
完
了
し
な

い
よ
う
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

結
局
こ
の
日
の
議
事
は
彼
ら
の
思
惑
通
り
に
進
行
す
る
こ
と
と
な
り
(
た
だ
し
総
則
の
三
讃
に
つ
い
て
は
省
略
さ
れ
た
)
、
新
刑
律
草
案
は
と
り

(
日
)

あ
え
ず
総
則
の
み
賛
成
多
数
で
通
過
し
、
分
則
に
つ
い
て
は
審
議
未
了
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
資
政
院
の
全
議
事
日
程
は
終
了
し
た
。

こ
こ
ま
で
資
政
院
で
の
新
刑
律
草
案
の
審
議
過
程
を
見
て
き
た
が
、
資
政
院
に
お
け
る
議
論
を
先
に
見
た
督
撫
た
ち
の
反
封
意
見
と
比
較
す

る
と
、
こ
こ
で
は
も
は
や
全
面
的
な
反
封
論
が
提
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
罪
刑
法
定
主
義
の
確
立
や
斬
刑
の
慶
止
、
死
刑
の
減
少
も
問
題
覗
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さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
暫
行
章
程
が
廃
止
さ
れ
て
い
た
状
態
で
の
議
論
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
合
意
に
つ
い
て
は
お
お
む
ね
新
刑
律
に
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賛
成
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
許
債
で
き
る
。
資
政
院
議
員
の
聞
で
は
新
し
い
刑
律
の
制
定
が
支
持
を
得
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味

す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
総
則
が
賛
成
多
数
で
承
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

親
属
聞
の
差
別
規
定
と
櫨
教
に
反
す
る
行
篇
に
つ
い
て
の
刑
罰
を
正
保
内
に
お
い
て
明
確
に
規
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
資
政
院
の

一
方
で
努
乃
宣
ら
曜
数
汲
が
よ
り
強
く
求
め
た
の
は
、

審
議
段
階
で
は
も
は
や
新
刑
律
に
封
し
全
面
的
な
反
封
の
聾
が
翠
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
労
乃
宣
に
し
て
も
、
資
政
院
閉
曾
後
に
編
纂

(
日
)

の
蹴
文
に
お
い
て
、
全
瞳
に
封
す
る
反
針
で
な
い
と
静
明
に
つ
と
め
て
い
る
。

し
た
「
新
刑
律
修
正
案
葉
銀
』

以
上
資
政
院
に
お
け
る
審
議
の
様
子
を
述
べ
て
き
た
が
、
こ
の
総
則
の
み
通
過
、
分
則
は
審
議
未
了
と
い
う
資
政
院
の
審
議
結
果
は
、
特
に

憲
政
編
査
館
員
の
新
刑
律
推
進
振
に
と
っ
て
き
わ
め
て
不
本
意
な
も
の
で
あ
り
、
資
政
院
で
の
審
議
結
果
を
無
数
に
し
て
、
憲
政
編
査
館
車
濁

で
草
案
を
提
出
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
出
て
く
る
。
こ
う
し
た
動
き
は
必
ず
し
も
資
政
院
の
審
議
結
果
を
受
け
て
だ
け
の
こ
と
で
な
く
、
す
で

に
先
の
憲
政
編
査
館
内
に
お
け
る
審
議
の
折
に
も
提
起
さ
れ
た
問
題
で
は
あ
っ
た
。
そ
こ
で
以
下
章
を
改
め
て
、
草
案
上
奏
の
権
限
を
め
ぐ
る

問
題
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

信
用
二
土
早

新
刑
律
草
案
上
奏
の
権
限
を
め
ぐ
る
問
題

「
は
じ
め
に
」
で
も
述
べ
た
よ
う
に
憲
政
編
査
館
は
軍
機
大
臣
の
管
理
の
下
、
こ
の
時
期
に
起
草
さ
れ
た
多
く
の
法
律
を
審
議
す
る
役
割
を

捨
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
光
緒
三
三
年
に
定
め
ら
れ
た
憲
政
編
査
館
塀
事
章
程
に
お
い
て
は
「
本
館
擬
訂
及
び
考
核
の
件
は
法
典
及
び
重
大
事
項

で
資
政
院
に
お
い
て
議
決
さ
れ
る
べ
き
も
の
を
除
き
、
そ
れ
以
外
の
各
件
は
軍
機
王
大
臣
の
閲
訂
を
経
て
い
れ
ば
、
上
奏
し
て
裁
可
を
得
た
後

(
江
川
)

施
行
す
る
o
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
首
時
の
憲
政
編
査
館
に
は
資
政
院
軽
頑
の
傾
向
が
あ
り
、
ま
た
賓
務
上
の
必
要
か
ら
も

(
日
)

多
く
の
法
案
が
資
政
院
で
の
審
議
を
待
つ
こ
と
な
く
施
行
さ
れ
て
い
っ
た
。

一
方
で
、
宣
統
元
年
に
改
定
さ
れ
た
資
政
院
院
章
で
は
、
そ
の
第

(
貯
)

一
四
候
第
四
項
に
お
い
て
、
新
定
の
法
典
お
よ
び
そ
の
修
改
に
つ
い
て
は
資
政
院
が
議
決
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
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っ
て
宣
統
二
年
段
階
に
お
い
て
は
、
首
然
新
刑
律
が
憲
政
編
査
館
の
審
議
を
経
た
後
資
政
院
の
議
決
を
得
る
べ
き
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
な
が
ら
新
刑
律
に
つ
い
て
は
、
論
争
が
過
熱
す
る
以
前
か
ら
憲
政
編
査
館
軍
濁
で
上
奏
し
よ
う
と
い
う
音
山
見
を
持
つ
も
の
が
い

た
。
例
え
ば

『
正
柴
賓
日
記
」
に
よ
る
と
、
六
月
一
六
日
、
館
員
同
士
で
新
刑
律
問
題
が
論
じ
ら
れ
た
さ
い
、
正
柴
賓
が
憲
政
編
査
苗
よ
り
上

奏
し
て
資
政
院
の
議
決
に
附
し
院
議
の
協
賛
を
得
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
の
に
針
し
異
論
が
唱
え
ら
れ
た
。
そ
の
様
子
に
つ
い
て
は
「
余
は
憲

政
編
査
館
よ
り
奏
呈
し
て
資
政
院
に
迭
り
協
賛
を
得
る
べ
き
だ
と
い
っ
た
と
こ
ろ
、
仲
魯
(
劉
若
曾
)
、
梶
甫
(
達
書
)
ら
は
力
を
霊
く
し
て
反

封
し
た
。
伯
扉
(
胡
初
泰
)
は
院
章
を
引
い
て
刑
律
は
新
定
の
法
典
で
あ
る
の
だ
か
ら
資
政
院
の
審
議
に
ま
わ
す
べ
き
だ
と
抗
論
し
た
。
争
論

(

白

川

)

は
久
久
と
し
て
要
領
を
得
な
か
っ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
こ
こ
で
正
栄
賓
と
胡
初
泰
が
資
政
院
の
審
議
に
ま
わ
す
こ
と
を
主
張
し
た
の

(
日
間
)

は
、
彼
ら
二
人
が
資
政
院
議
員
に
任
命
さ
れ
て
い
た
と
い
う
立
場
の
問
題
も
あ
ろ
う
。

そ
し
て
憲
政
編
査
館
内
で
は
前
章
で
見
た
よ
う
な
争
論
が
交
わ
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
状
況
は
新
刑
律
推
進
振
に
強
い
危

倶
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
賓
際
七
月
の

『
時
報
』
の
記
事
に
は
こ
の
聞
の
泊
息
と
し
て
「
新
律
を
主
持
す
る
も
の
は
衆
論
の
激
し
さ
を

見
て
資
政
院
の
核
議
に
附
す
こ
と
を
欲
せ
ず
。
議
員
諸
君
の
程
度
が
こ
れ
に
協
賛
す
る
に
は
不
足
し
て
い
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

(ω) 
る
」
と
い
う
報
道
が
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
八
月
二
四
日
に
は
、
こ
う
し
た
憲
政
編
査
館
内
の
意
向
が
具
瞳
的
な
形
で
迂
柴
賓
の
耳
に
も
入
っ
て
く
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
日

楊
度
と
胡
繭
泰
よ
り
正
栄
賓
に
た
い
し
新
刑
律
推
進
振
の
人
々
は
資
政
院
の
審
議
に
ま
わ
さ
な
い
意
向
で
あ
る
と
聞
か
さ
れ
る
。
こ
れ
に
封
し

正
柴
賓
は
「
余
は
新
案
に
賛
成
と
い
え
ど
も
資
政
院
に
は
(
法
律
の
)
議
決
の
権
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
も
し
交
議
し
な
け
れ
ば
法
に
違
う
こ
と

に
な
る
。
い
ま
最
初
の
開
院
の
と
き
に
首
た
っ
て
政
府
が
院
議
を
忌
避
す
る
端
緒
を
聞
く
こ
と
は
、
こ
と
に
立
憲
の
精
神
と
合
致
し
な
い
。
持

論
は
仲
和
(
章
宗
群
)
諸
君
と
す
こ
ぶ
る
異
な
る
。
哲
子
(
楊
度
)
、
伯
平
(
胡
加
泰
)
は
仲
和
の
意
圃
は
資
政
院
議
員
の
中
に
は
法
律
の
知
識
を

255 

有
す
る
も
の
が
な
お
少
な
く
、
交
議
す
れ
ば
恐
ら
く
破
壊
さ
れ
よ
う
と
述
べ
、
余
に
深
く
我
慢
し
て
熟
慮
す
る
よ
う
勧
め
た
。
余
は
初
義
を
堅

(
臼
)

二
君
と
繰
り
返
し
討
論
し
た
」
。
こ
の
記
述
か
ら
察
す
る
に
憲
政
編
査
館
車
濁
で
新
刑
律
草
案
の
上
奏
の
う
え
頒
布
し
よ
う
と
い
う
動

持
し
、
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き
の
中
心
は
章
宗
鮮
で
あ
り
、
逆
に
資
政
院
の
審
議
に
附
す
る
こ
と
を
強
硬
に
主
張
し
た
の
は
正
栄
賓
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

結
局
推
進
汲
内
の
こ
の
頒
布
に
い
た
る
ま
で
の
手
績
き
を
め
ぐ
る
意
見
の
相
遣
は
翌
々
日
の
八
月
二
六
日
、
軍
機
大
臣
で
あ
る
統
朗
と
那
桐

(
臼
)

ひ
と
ま
ず
決
着
を
見
た
の
だ
っ
た
。

も
臨
席
の
う
え
で
、
刑
律
草
案
を
資
政
院
に
提
出
す
る
こ
と
が
決
議
さ
れ
、

た
だ
し
資
政
院
で
の
審
議
結
果
は
前
節
で
見
た
よ
う
に
総
則
に
つ
い
て
は
採
決
を
得
ら
れ
た
も
の
の
、
分
則
に
つ
い
て
は
、
無
夫
和
姦
の
問

題
で
大
い
に
紛
糾
し
て
結
局
は
労
乃
官
一
の
主
張
が
通
り
、
あ
ま
つ
さ
え
審
議
未
了
と
い
う
結
果
に
陥
っ
た
。
こ
れ
は
宣
統
二
年
に
新
刑
律
を
頒

布
す
る
と
い
う
立
憲
制
の
九
カ
年
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
も
支
障
が
出
て
く
る
結
果
で
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
首
初
か
ら
資
政
院
の
審
議
に
附
す

る
こ
と
に
百
定
的
で
あ
っ
た
憲
政
編
査
館
内
の
推
進
振
に
と
っ
て
は
非
常
に
不
満
の
残
る
結
果
で
あ
っ
た
ろ
う
。
賓
際
憲
政
編
査
館
側
の
動
き

は
す
ば
や
か
っ
た
。
早
く
も
資
政
院
が
間
合
同
し
た
そ
の
日
の
一
一
一
月
一
一
日
、
正
栄
賓
は
章
宗
鮮
よ
り
、
館
議
に
よ
っ
て
刑
律
原
案
を
も
っ
て
上

奏
の
う
え
頒
布
し
、
資
政
院
と
は
合
奏
し
な
い
こ
と
に
な
っ
た
と
聞
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
『
正
栄
賓
日
記
』
に
は
「
憲
政
編
査
館
の
館
議
で

は
刑
律
原
案
を
も
っ
て
頒
布
し
、
ま
た
資
政
院
と
は
舎
奏
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
い
う
。
余
は
こ
れ
を
聞
い
て
惇
然
と
し
た
。
こ
と
に
憲
政

(
m
m
)
 

前
逢
の
危
憧
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
聞
の
消
息
を
惇
え
る
記
事
と
し
て
『
時
報
」
に
も
「
植
臣
は
資
政
院
が
修
正
し
た
新
律
に

(
臼
)

大
い
に
不
満
で
あ
り
、
憲
政
編
査
館
が
編
纂
し
た
原
案
を
も
っ
て
頒
行
す
る
こ
と
を
奏
請
す
る
と
決
め
た
」
と
い
う
報
道
が
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
翌
一
一
一
日
に
は
藍
票
黛
の
人
士
が
集
ま
っ
て
刑
律
問
題
の
善
後
策
を
協
議
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
ず
正
柴
賓
は
午
前
中
に
憲
政
編

査
館
に
赴
き
達
書
に
あ
っ
て
、
彼
に
新
刑
律
頒
布
の
問
題
で
協
力
を
求
め
た
。
そ
し
て
午
後
に
は
藍
票
黛
の
面
々
が
財
政
皐
堂
に
集
ま
り
、
ま

ず
正
栄
賓
よ
り
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
報
告
が
行
わ
れ
た
。
日
記
に
は
彼
の
護
言
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

政
府
は
刑
律
問
題
に
針
し
、
清
車
に
本
年
頒
布
が
定
め
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
資
政
院
は
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の

で
、
原
案
を
頒
布
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
も
し
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
れ
ば
、
本
院
の
協
賛
立
法
権
に
お
い
て
非
常
の
危
険
が
生
じ
る
こ

と
に
な
る
。
速
や
か
に
維
持
の
方
法
を
準
備
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
あ
と
衆
議
討
論
さ
れ
、
憲
政
編
査
留
に
封
し
以
下
の
よ
う
に
封
慮
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
①
総
則
に
つ
い
て
は
資
政
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院
・
憲
政
編
査
館
の
舎
奏
と
す
る
こ
と
。
こ
れ
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
②
頒
布
の
年
限
を
改
め
る
。
こ
れ
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
、

③
早
急
に
資
政
院
の
臨
時
舎
を
開
曾
す
る
。
も
し
こ
れ
も
拒
否
さ
れ
れ
ば
全
員
議
員
を
辞
職
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
正
栄
賓

は
陸
宗
輿
と
と
も
に
憲
政
編
査
館
に
赴
き
、

そ
こ
で
楊
度
と
討
議
し
た
結
果
、
ひ
と
ま
ず
彼
ら
の
聞
で
は
以
下
の
結
論
が
得
ら
れ
た
。
ま
ず
線

則
に
つ
い
て
は
憲
政
編
査
館
・
資
政
院
の
曾
奏
と
す
る
こ
と
、

た
だ
し
不
同
意
の
黙
に
つ
い
て
は
特
別
に
明
記
し
て
、
上
論
に
よ
っ
て
是
非
を

決
め
る
。
ま
た
分
則
に
つ
い
て
は
憲
政
編
査
館
の
車
奏
と
し
て
総
則
と
同
時
に
頒
布
す
る
も
の
の
、
翌
年
改
め
て
資
政
院
の
審
議
に
附
し
て
迫

(
町
山
)

認
を
得
る
こ
と
を
聾
明
す
る
と
さ
れ
た
。

(

以

山

)

さ
ら
に
一
五
日
に
も
、
正
柴
買
は
劉
若
曾
、
達
書
と
刑
律
の
頒
布
問
題
を
協
議
し
て
い
る
。

た
だ
し
こ
う
し
た
藍
票
黛
の
議
員
及
び
憲
政
編
査
館
側
の
動
き
は
白
票
薫
の
議
員
か
ら
は
、
資
政
院
で
の
審
議
結
果
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る

動
き
と
し
て
、
批
判
の
聾
が
奉
げ
ら
れ
た
。
「
申
報
」
で
は
こ
の
間
の
藍
票
、
白
票
雨
薫
の
消
息
を
以
下
の
よ
う
に
惇
え
て
い
る
。

近
日
来
雨
薫
の
暗
闘
は
は
な
は
だ
激
し
い
。
藍
票
黛
の
一
部
は
先
に
新
刑
律
通
過
の
総
則
を
期
限
ど
お
り
に
上
奏
す
る
と
主
張
し
、
ま
た

新
刑
律
全
部
を
一
律
上
奏
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
も
の
も
い
る
。
白
票
薫
は
こ
の
消
息
を
聞
き
ま
っ
た
く
反
封
の
説
を
主
張
し
て
い
る
。

た
ん
に
全
部
を
上
奏
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
一
百
う
だ
け
で
な
く
、
総
則
も
ま
た
上
奏
す
べ
き
で
は
な
い
と
。

究
し
、

一
方
で
抵
制
の
方
法
を
研

(
訂
)

一
方
で
書
を
議
長
に
お
く
り
「
資
政
院
が
未
議
決
の
案
を
出
奏
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
否
か
」
と
惇
え
た
。

ま
た
労
乃
宣
は
、
憲
政
編
査
館
に
お
け
る
審
議
の
際
に
用
意
し
た
説
帖
の
ほ
か
、
賛
同
者
の
文
章
を
集
め
て

そ
の
序
丈
及
び
肢
丈
に
お
い
て
も
自
己
の
修
正
案
が
多
数
の
議
員
の
賛
同
を
得
た
こ
と
を
再
三
述
べ
、
自
ら
の
正
古
性

『
新
刑
律
修
正
案
葉
録
』
を
編
纂

し
印
刷
に
附
し
た
が
、

を
訴
え
て
い
る
。

た
だ
し
藍
票
黛
で
あ
れ
、
白
票
薫
で
あ
れ
、
資
政
院
議
員
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
動
こ
う
と
、
憲
政
編
査
館
と
し
て
は
新
刑
律
頒
布
の
時
期
を

遅
ら
せ
る
意
思
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
資
政
院
で
の
園
舎
速
開
要
求
を
受
け
て
園
舎
の
開
舎
が
宣
統
五
年
(
一
九
二
二
年
)
に
繰
り
上
げ
ら
れ
、

257 

光
緒
三
四
年
に
定
め
ら
れ
た
一
連
の
立
憲
珠
備
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
も
そ
れ
ぞ
れ
首
初
の
珠
定
か
ら
前
倒
し
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
な
か
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で
は
新
刑
律
の
施
行
時
期
も
、
宣
統
五
年
か
ら
一
年
早
ま
り
宣
統
四
年
に
壁
更
さ
れ
、
頒
布
時
期
に
つ
い
て
も
首
初
の
珠
定
通
り
宣
統
二
年
と

(
俗
)

す
る
こ
と
が
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
も
堅
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
二
三
日
に
は
憲
政
編
査
館
の
館
議
に
お
い
て
、
総
則
を
合
目
奏
し
、
分
則
を
車
奏
と
す
る
こ
と
、
明
日
同
時
に
奏
呈
す
る
こ
と
が
決
定

さ
れ
た
。
ま
た
分
則
の
草
案
は
董
康
の
手
で
起
草
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
法
典
股
員
舎
の
修
正
案
と
原
案
を
あ
わ
せ
て
劃
酌
の
上
、
取
捨
選

(ω) 

擦
が
行
わ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
。

(
m川
)

翌
二
四
日
に
線
則
と
分
側
が
そ
れ
ぞ
れ
上
奏
さ
れ
た
。
分
則
に
つ
い
て
は
憲
政
編
査
館
の
原
案
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

O 
月
四
日

憲
政
編
査
館
か
ら
上
奏
さ
れ
た
第
三
次
草
案
を
進
呈
す
る
こ
と
と
な
り
、
資
政
院
法
典
股
の
修
正
結
果
も
原
則
こ
こ
で
は
反
映
さ
れ
ず
、
ま
た

第
三
次
草
案
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
暫
行
章
程
も
復
活
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
翌
二
五
日
に
は
こ
の
雨
上
奏
丈
が
正
式
に

(
九
)

裁
可
さ
れ
た
。

以
上
新
刑
律
草
案
上
奏
の
擢
限
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
み
て
き
た
。

従
来
先
行
研
究
で
は
、
分
則
が
審
議
未
了
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
官
一
統
二
年
一
二
月
二
五
日
に
新
刑
律
草
案
が
裁
可
さ
れ
、
現
在
見
る
形
で
の

『
大
清
刑
律
」
が
頒
布
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
車
に
筆
一
一
百
備
立
憲
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
あ
わ
せ
る
た
め
と
説
明
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
栴
こ
の

結
論
を
得
る
に
至
っ
た
裏
側
に
は
、
上
記
の
よ
う
な
憲
政
編
査
館
と
資
政
院
議
員
の
新
刑
律
推
進
振
と
の
聞
で
の
や
り
取
り
が
あ
っ
た
。
そ
し

て
こ
の
問
題
は
車
に
反
封
振
を
如
何
に
封
じ
込
め
る
か
と
い
う
戦
術
的
な
問
題
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
あ
れ
ば
、
正

柴
賓
ら
は
新
刑
律
草
案
の
審
議
を
資
政
院
に
迭
る
よ
う
主
張
す
る
必
要
は
な
い
。
資
政
院
に
迭
ら
な
け
れ
ば
あ
れ
ほ
ど
議
論
が
紛
糾
す
る
こ
と

も
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
彼
ら
が
草
案
に
封
し
て
資
政
院
の
閲
輿
に
こ
だ
わ
っ
た
の
は
、
「
正
栄
賓
日
記
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
こ

れ
が
園
舎
の
前
身
で
あ
る
資
政
院
の
「
立
法
権
」
に
関
わ
る
か
ら
で
あ
り
、

ひ
い
て
は
そ
れ
が
園
舎
と
政
府
の
関
係
に
も
影
響
し
て
く
る
と
考

え
ら
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
刑
法
典
で
さ
え
資
政
院
の
議
決
を
経
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
首
然
こ
の
後
に
控
え
て
い
る
訴
訟
法
や
民
法
な
ど
の
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(
ね
)

審
議
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
さ
え
あ
っ
た
。
そ
う
な
れ
ば
資
政
院
、
そ
れ
に
績
く
園
舎
の
法
律
議
決
権
が
損
な
わ
れ
、
三
擢
分
立
の
原
則

も
成
り
立
た
な
く
恐
れ
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
資
政
院
で
総
則
が
通
過
し
て
い
た
こ
と
で
、
ひ
と
ま
ず
総
則
の
み
で
も
資
政
院
・
憲
政
編
査

留
の
舎
奏
に
こ
ぎ
つ
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
資
政
院
の
審
議
権
も
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
貼
は
資
政
院
の
審
議
結

果
の
意
義
と
し
て
指
摘
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

一
方
で
憲
政
編
査
館
と
す
れ
ば
立
憲
制
に
向
け
て
新
し
い
法
律
を
制
定
す
る
に
際
し
、
資
政
院
か
ら
横
槍
を
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
意
に
沿
わ

な
い
事
態
で
あ
り
、
し
か
も
も
と
も
と
章
宗
鮮
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
憲
政
編
査
館
員
の
新
刑
律
推
進
汲
は
資
政
院
議
員
の
法
律
知
識
の
程

(
九
)

度
に
つ
い
て
懐
疑
的
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
資
政
院
の
新
刑
律
推
進
一
祇
と
し
て
も
、
憲
政
編
査
館
側
の
危
倶
が
的
中
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
抽
ね

則
の
み
舎
奏
、
分
則
は
車
奏
の
う
え
翌
年
の
審
議
を
待
つ
と
い
う
あ
る
意
味
安
協
的
措
置
を
採
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ま
た
附
言
す
る
な
ら

ば
、
資
政
院
が
責
任
内
閣
の
設
立
を
め
ぐ
っ
て
軍
機
大
臣
を
弾
劾
し
た
た
め
、
首
時
軍
機
大
臣
の
資
政
院
に
封
す
る
態
度
が
非
常
に
険
悪
で
あ

(
お
)

っ
た
こ
と
も
、
憲
政
編
査
館
か
ら
資
政
院
抜
き
で
新
刑
律
草
案
を
上
奏
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
出
た
こ
と
の
背
景
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
勢
乃
宣
の
修
正
要
求
に
つ
い
て
は
、
資
政
院
で
多
数
の
議
員
の
支
持
を
得
た
無
夫
和
姦
の
問
題
を
含
め
て
、
(
貫
際
に
頒
布
さ
れ
た

清
刑
律
』

の
な
か
で
反
映
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
憲
政
編
査
館
と
資
政
院
議
員
の
新
刑
律
推
進
振
が
協
議
し
、
勢
の
修
正
要
求
を

封
じ
込
め
る
こ
と
で
、
近
代
的
刑
法
に
は
な
じ
ま
な
い
瞳
教
の
立
場
に
立
つ
批
判
か
ら
新
刑
律
草
案
を
守
っ
た
と
い
う
許
慣
を
下
す
こ
と
が
で

き
る
反
面
、

一
方
で
は
資
政
院
議
員
の
多
敢
意
見
を
無
組
し
た
こ
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
ま
た
暫
行
章
程
は
不
要
で
あ
る
と
の
認
識
は
あ
る

程
度
共
有
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
結
局
新
刑
律
推
進
抵
自
身
が
審
議
の
櫨
績
を
拒
否
し
た
た
め
、
第
四
次
草
案
の
流
産
を
招
く
こ
と
と
な
り
、
そ

の
結
果
、
清
朝
の
段
階
で
は
、
最
終
的
に
こ
の
暫
行
章
程
を
廃
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

信
用
二
一
土
早

『
暫
行
新
刑
律
』

の
施
行

259 

前
章
ま
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
様
々
な
好
絵
曲
折
を
経
な
が
ら
も
、

ひ
と
ま
ず
『
大
清
刑
律
」
は
頒
布
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
だ
が
、

十
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結
局
辛
亥
革
命
勃
護
の
た
め
、
宣
統
三
年
第
一
一
回
の
資
政
院
で
珠
定
さ
れ
て
い
た
分
則
の
審
議
は
行
わ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
清
朝
の
名
に

お
い
て
こ
の
法
律
が
施
行
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
政
府
と
資
政
院
な
い
し
園
舎
の
「
立
法
権
」
を
、
巡
る
争
い
も
こ
れ
以
上
の
展
開
を
見
る

こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
中
華
民
圃
に
お
い
て
む
し
ろ
意
味
を
持
つ
の
は
、
『
大
清
刑
律
』
が
、
経
過
に
多
少
の
問
題
貼
は
あ
れ
、

(
同
)

と
も
か
く
頒
布
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

宣
統
帝
退
位
後
、

一
九
一
二
年
三
月
一

O
日
に
臨
時
大
総
統
に
就
任
し
た
哀
世
凱
は
、
「
現
在
民
固
の
法
律
は
未
だ
議
定
頒
布
さ
れ
て
い
な

ぃ
。
あ
ら
ゆ
る
従
前
施
行
の
法
律
お
よ
び
新
刑
律
は
、
民
園
の
園
盟
に
抵
摘
す
る
各
僚
は
放
力
を
失
う
が
、
そ
の
他
は
暫
行
援
用
し
て
遵
守
に

(η) 

資
せ
」
と
の
大
総
統
令
を
設
し
、
清
代
に
お
い
て
施
行
さ
れ
て
い
た
法
律
と
あ
わ
せ
て
、
刑
法
に
闘
し
て
は
新
刑
律
を
暫
行
援
用
す
る
こ
と
を

布
告
し
た
。
こ
の
命
令
を
受
け
て
、
法
部
よ
り
哀
世
凱
に
た
い
し
て
、
名
稽
を
「
暫
行
新
刑
律
』
と
改
め
る
こ
と
、
帝
室
に
か
か
わ
る
罪
な
ど

の
候
丈
を
削
除
す
る
こ
と
、
ま
た
帝
園
を
中
華
民
国
に
、
臣
民
を
人
民
に
改
め
る
こ
と
な
ど
が
提
案
さ
れ
た
。
饗
更
が
こ
う
し
た
最
低
限
の
も

の
で
あ
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
新
し
い
刑
法
の
施
行
が
急
が
れ
て
い
る
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、
法
部
の
濁
断
で
大
幅
な
愛
更
を
施
す
こ
と
が
は

ば
か
ら
れ
た
た
め
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
奉
げ
ら
れ
た
修
正
事
項
に
つ
い
て
も
「
法
部
よ
り
擬
定
し
暫
行
と
な
し
、
臨
時
参
議
院
の
成
立
を
待
つ

て
再
び
提
議
を
行
え
ば
、
施
行
の
困
難
も
克
れ
、
ま
た
立
法
の
権
限
を
借
越
す
る
こ
と
に
も
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ

し
暫
行
章
程
に
つ
い
て
は
「
あ
る
も
の
は
死
刑
唯
一
の
原
則
に
達
い
、
あ
る
も
の
は
刑
は
そ
の
罪
に
首
た
る
の
本
意
を
失
い
、
あ
る
も
の
は
個

人
の
私
徳
に
干
渉
し
、
あ
る
も
の
は
法
律
の
解
稗
に
通
じ
て
い
な
い
。
経
過
法
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
法
律
と
章
程
を
雨
存
さ
せ
る
理
由
は
な

ぃ
。
園
瞳
に
は
閥
わ
り
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
法
律
新
頒
の
と
き
に
あ
た
り
、
断
じ
て
こ
の
よ
う
な
暇
庇
を
留
め
て
お
く
こ
と
は
で
き

(
同
)

な
い
。
嘗
然
一
律
に
削
除
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
し
て
法
部
は
暫
行
章
程
の
廃
止
を
表
明
し
て
い
る
。
資
政
院
法
典
股
に
お
け
る
暫
行
章
程
を

廃
止
す
べ
し
と
の
判
断
は
、
中
華
民
国
に
入
り
よ
う
や
く
賓
現
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
三

O
日
に
は
こ
の
提
案
が
正
式
に
裁
可
さ
れ
、
修

(
乃
)

正
事
項
が
京
外
の
各
司
法
街
門
へ
通
告
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
う
し
た
北
方
の
動
き
に
封
し
、
南
京
の
臨
時
政
府
お
よ
び
参
議
院
で
も
、
三
月
二
四
日
に
司
法
線
長
の
伍
廷
芳
よ
り
「
前
清
が
制
定
し
た

十
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民
律
草
案
、
第
一
次
刑
律
草
案
、
刑
事
民
事
訴
訟
法
、
法
院
編
制
法
、
商
律
、
破
産
律
、
違
警
一
口
律
の
う
ち
、
第
一
次
刑
律
草
案
の
帝
室
に
閲
す

る
罪
の
全
章
及
び
内
乱
に
閲
す
る
罪
の
死
刑
は
適
用
し
が
た
い
が
、
そ
の
他
は
み
な
民
国
政
府
よ
り
纏
績
し
て
有
数
で
あ
る
こ
と
を
聾
明
し
、

(

判

例

)

以
っ
て
臨
時
遁
用
の
法
律
と
な
し
、
法
を
司
る
も
の
が
根
擦
を
有
す
る
よ
う
に
し
た
い
」
と
の
提
案
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
第
一
次
草
案
と
は
、

光
緒
三
三
年
(
一
九
O
七
)
に
上
奏
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
伍
廷
芳
の
提
案
は
参
議
院
の
審
議
に
附
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
四
月

三
日
に
は
審
議
が
完
了
し
た
。
な
お
こ
の
さ
い
前
年
資
政
院
議
員
の
地
位
に
あ
り
、
無
夫
和
姦
の
表
決
に
際
し
て
は
藍
票
を
投
じ
た
、

つ
ま
り

無
罪
の
ほ
う
に
投
票
し
た
陳
命
官
は
、
「
政
府
は
法
制
局
に
命
令
し
て
各
種
の
法
律
中
民
主
の
固
瞳
と
抵
鰯
す
る
各
僚
に
は
注
記
を
加
え
る
か

あ
る
い
は
注
記
の
う
え
修
正
し
た
後
、
本
院
よ
り
公
布
施
行
を
議
決
さ
せ
る
」
と
の
一
文
を
加
え
る
べ
き
だ
と
の
護
言
が
な
さ
れ
、
こ
の
提
案

(

剖

)

(

泣

)

は
賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
、
参
議
院
の
決
議
の
末
に
附
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
う
し
て
出
さ
れ
た
参
議
院
の
決
議
案
で
は
、
清
代
に
施
行
さ
れ
て
い
た
各
法
と
と
も
に
、
新
刑
律
及
び
刑
事
民
事
訴
訟
律
が
臨
時
に
適
用

さ
れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
た
だ
し
刑
律
は
伍
廷
芳
の
提
案
し
た
第
一
次
草
案
で
は
な
く
、
正
式
に
頒
布
さ
れ
た
も
の
を
援
用
す
る
こ
と
と

さ
れ
た
。

以
上
が
南
京
臨
時
政
府
の
決
定
で
あ
る
が
、
結
局
法
制
局
に
よ
る
修
正
作
業
は
完
了
せ
ず
、
法
律
の
援
用
に
つ
い
て
は
、
先
に
北
京
で
定
め

(
幻
)

ら
れ
た
法
部
の
提
案
が
優
越
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
従
っ
て
新
刑
律
の
修
正
貼
に
つ
い
て
も
先
の
法
部
の
決
定
に
従
う
も
の
と
な
り
、
こ
の
結

果
現
在
見
る
形
で
の
『
暫
行
新
刑
律
』
が
中
華
民
国
の
刑
法
の
役
割
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
こ
の
『
暫
行
新
刑
律
』
は
、
正
式
に
南

(
斜
)

北
統
一
の
政
府
が
誕
生
し
、
参
議
院
が
南
京
か
ら
北
京
に
移
動
し
た
の
ち
、
そ
の
参
議
院
の
議
決
を
経
て
四
月
三

O
日
正
式
に
公
布
さ
れ
た
。

南
北
壁
方
と
も
に
ほ
ぼ
同
様
の
決
定
が
な
さ
れ
た
こ
と
で
、
耳
目
行
新
刑
律
』

の
施
行
は
き
わ
め
て
ス
ム
ー
ズ
に
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。

こ
れ
が
暫
行
新
刑
律
の
施
行
に
至
る
ま
で
の
経
過
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
比
較
の
た
め
訴
訟
法
に
つ
い
て
も
見
て
い
き
た
い
。
刑
事
訴
訟
律
及

261 

び
民
事
訴
訟
律
は
宣
統
一
一
年
に
草
案
が
完
成
し
て
い
た
も
の
の
、
資
政
院
の
審
議
に
か
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
頒
布
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
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た
。
こ
の
た
め
先
の
三
月
一

O
日
の
大
線
統
令
で
も
言
及
が
な
く
、
法
部
は
管
轄
各
節
丈
と
し
て
、
各
審
判
街
門
が
い
か
な
る
事
項
を
管
轄
す

る
か
を
定
め
た
部
分
の
み
切
り
出
し
て
、
こ
れ
を
暫
行
援
用
す
る
こ
と
を
大
総
統
に
呈
請
し
た
。
こ
の
提
案
は
四
月
七
日
大
総
統
の
批
准
を
得

ら
れ
た
が
、

一
方
で
訴
訟
律
全
睦
に
つ
い
て
は
、
「
刑
訴
民
訴
雨
草
案
は
す
で
に
完
成
を
告
げ
て
い
る
も
の
の
、
な
お
未
だ
法
律
と
し
て
は
成

立
し
て
お
ら
ず
、
正
式
に
頒
布
も
さ
れ
て
い
な
い
。
(
中
略
)
全
案
を
修
正
の
う
え
参
議
院
に
提
議
し
そ
の
議
決
を
待
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
公

(

応

)

(

山

間

)

布
を
行
う
」
と
さ
れ
、
五
月
に
こ
の
「
民
刑
訴
訟
律
草
案
管
轄
各
節
」
が
司
法
部
令
と
し
て
通
告
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
八
月
に
は

京
師
高
等
検
察
一
聴
が
民
刑
訴
訟
律
草
案
全
躍
を
援
用
で
き
る
の
か
否
か
を
照
合
し
た
際
に
も
「
全
律
は
な
お
い
ま
だ
公
布
さ
れ
て
お
ら
ず
、
全

(
釘
)

瞳
を
援
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
の
決
定
が
改
め
て
通
告
さ
れ
て
い
る
。
正
首
な
手
績
き
を
経
る
こ
と
な
く
な
し
崩
し
に
清
末
に
起
草
さ

れ
た
法
律
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
は
抵
抗
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

こ
の
よ
う
に
訴
訟
律
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
刑
律
の
方
は
清
朝
に
お
い
て
ひ
と
ま
ず
『
大
清
刑
律
』
が
す
で
に
頒
布
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、

『
暫
行
新
刑
律
』
の
施
行
を
容
易
に
し
た
こ
と
、
と
く
に
新
刑
律
が
哀
世
凱
の
大
総
統
就
任
直
後
に
暫
行
援
用
を
表
明
す
る
に
あ
た
っ
て
の
大

き
な
法
的
根
振
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
昔
時
議
舎
が
存
在
し
な
い
北
京
の
臨
時
政
府
に
お
い
て
は
、
掲
自
に
法
律
を
公
布
す
る
権
限

は
な
く
、
援
用
す
る
に
も
頒
布
済
み
で
あ
る
こ
と
が
必
要
保
件
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
清
末
に
お
い
て
は
資
政
院
の
法
律
議
決
権
は
、
政

府
に
よ
っ
て
軽
詞
附
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
革
命
直
後
の
こ
の
時
期
に
あ
っ
て
は
哀
世
凱
以
下
北
京
の
臨
時
政
府
に
お
い
て
も
、
法
律
の
公

布
に
は
議
舎
の
議
決
が
必
要
だ
と
の
認
識
は
、
確
固
た
る
も
の
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

以
上
が
民
園
成
立
直
後
の
法
律
の
施
行
服
況
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
昔
時
の
政
府
も
、
こ
う
し
た
不
完
全
な
情
勢
に
甘
ん
じ
て
い
た
わ
け
で

は
な
く
、
速
や
か
に
各
法
典
を
起
草
す
る
準
備
も
進
め
ら
れ
て
い
た
。
七
月
に
は
法
典
編
纂
曾
が
設
立
さ
れ
、
そ
の
職
掌
の
筆
頭
に
民
法
、
商

(ω
∞) 

法
、
民
事
訴
訟
法
、
刑
事
訴
訟
法
の
編
纂
が
定
め
ら
れ
た
。
ま
た
刑
法
に
つ
い
て
も
、
『
暫
行
新
刑
律
』
と
全
く
同
内
容
の
も
の
が
、
六
月
に

(
凶
)

園
務
院
よ
り
大
総
統
へ
進
呈
さ
れ
、
さ
ら
に
大
総
統
よ
り
参
議
院
に
お
く
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
領
事
裁
判
権
撤
廃
の
た
め
に
も
正
式
な
法

(
卯
)

典
が
一
刻
も
早
く
制
定
さ
れ
る
べ
き
だ
と
の
考
え
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
刑
法
に
い
つ
ま
で
も
「
暫
行
」
の
二
字
が
冠
さ
れ
る
こ
と
は
不
適
首
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と
思
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
こ
の
草
案
は
正
式
な
刑
法
と
し
て
す
ぐ
に
参
議
院
の
議
決
が
得
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、

ひ
と
ま
ず
法
典
委

員
舎
の
審
議
に
附
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
後
は
刑
法
も
含
め
て
他
の
法
典
の
編
纂
事
業
も
遅
々
と
し
て
進
む
こ
と
は
な
く
、
翌
民
園
二

(
一
九
二
二
)
年
に
は
、
早
く
も
第
二
革
命
の
勃
護
、
園
舎
の
崩
壊
と
い
う
事
態
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
政
治
的
な
混

乱
の
た
め
、
首
然
法
典
編
纂
事
業
は
停
滞
を
鈴
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
し
て
暫
行
援
用
の
は
ず
の

『
暫
行
新
刑
律
』
は
、
同
国
頭
で
閥
れ
た
よ
う
に

一
九
二
八
年
ま
で
存
績
す
る
こ
と
と
な
る
。

か
か
る
事
情
に
よ
り
、
清
末
の
新
刑
律
草
案
の
審
議
結
果
と
、
民
国
一
冗
年
一
一
一
月
の
暫
行
援
用
を
定
め
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
は
ず
の
大
穂
統

令
が
、
首
初
は
議
期
し
得
な
い
ほ
ど
大
き
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
責
際
に
施
行
さ
れ
た

(
引
)

『
暫
行
新
刑
律
』
も
過
渡
期
ゆ
え
の
混
乱
に
よ
り
、
施
行
に
閲
す
る
細
則
が
繰
り
返
し
護
せ
ら
れ
た
。
そ
の
う

ぇ
、
こ
の
法
律
が
昔
時
ど
れ
ほ
ど
遵
守
さ
れ
て
い
た
か
と
な
る
と
、

や
や
心
も
と
な
い
情
勢
で
は
あ
っ
た
。
民
国
元
年
か
ら
二
年
に
か
け
て
だ

一
例
を
奉
げ
れ
ば
、
一
冗
年
六

(
幻
)

月
麿
東
司
法
司
に
向
け
て
、
死
刑
に
は
絞
首
刑
の
み
と
し
、
他
の
方
法
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
と
の
通
達
が
出
さ
れ
て
い
る
。
新
刑
律
の
五
つ

け
で
も
、
司
法
部
や
大
理
院
か
ら
各
地
方
に
向
け
て
頻
繁
に
新
刑
律
の
遵
守
を
求
め
る
命
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。

の
特
徴
と
し
て
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
い
た
死
刑
制
度
の
執
行
に
し
て
こ
の
状
態
で
あ
る
。

そ
し
て
や
が
て
は
帝
位
に
就
か
ん
と
欲
す
る
哀
世
凱
の
下
、

(
m
m
)
 

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

い
っ
た
ん
は
麿
止
さ
れ
た
暫
行
章
程
も
、
「
暫
行
補
充
候
例
」
と
し
て
復
活
さ

お

わ

り

以
上
、
清
末
か
ら
民
園
初
期
に
お
け
る
刑
法
典
の
起
草
か
ら
施
行
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を
見
て
き
た
。

近
代
的
な
刑
法
は
清
末
に
お
い
て
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
も
、
草
案
の
審
議
に
あ
た
っ
て
い
た
憲
政

263 

編
査
館
は
お
お
む
ね
推
進
の
立
場
に
あ
っ
た
。
た
だ
し
暗
殺
祇
へ
の
配
慮
と
し
て
暫
行
章
程
と
い
う
安
協
的
措
置
を
つ
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
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こ
れ
に
封
し
資
政
院
の
審
議
で
は
、
こ
の
暫
行
章
程
を
廃
止
す
る
こ
と
が
い
っ
た
ん
は
決
定
さ
れ
、
ま
た
線
則
に
つ
い
て
は
審
議
を
通
過
す
る

こ
と
が
で
き
た
が
、
無
夫
和
姦
が
有
罪
の
う
え
正
候
に
繰
り
込
む
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
新
刑
律
推
進
祇
が
以
降
の
審
議
を
拒
否
し
、
八
刀
則
は

審
議
未
了
と
な
っ
た
。

た
だ
し
こ
の
結
果
は
憲
政
編
査
館
と
資
政
院
の
聞
の
法
律
上
奏
の
権
限
を
め
ぐ
る
問
題
を
額
在
化
さ
せ
、
憲
政
編
査
館
単
調
で
新
刑
律
草
案

を
上
奏
頒
布
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
出
て
き
た
。
こ
れ
に
封
し
新
刑
律
推
進
抵
の
資
政
院
議
員
た
ち
は
、
憲
政
編
査
館
の
動
き
を
資
政
院
の
立

法
権
の
危
機
に
首
た
る
と
考
え
、
反
封
音
山
見
を
突
き
つ
け
、
そ
の
結
果
総
則
に
つ
い
て
は
資
政
院
と
憲
政
編
査
館
の
舎
奏
と
な
り
、
分
則
に
つ

い
て
は
憲
政
編
査
館
の
車
奏
と
な
っ
た
も
の
の
、
ひ
と
ま
ず
碍
限
定
通
り
『
大
清
刑
律
』
と
し
て
頒
布
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
園

舎
の
前
身
で
あ
る
資
政
院
の
法
典
審
議
権
は
ひ
と
ま
ず
確
保
さ
れ
は
し
た
が
、
こ
の
結
果
は
い
っ
た
ん
は
廃
止
し
た
暫
行
章
程
を
結
局
は
復
活

さ
せ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
し
か
し
と
も
か
く
も
珠
定
通
り
『
大
清
刑
律
」
と
し
て
頒
布
さ
れ
、
こ
の
こ
と
が
中
華
民
国
に
入
っ
て

『
暫
行
新

刑
律
』
と
し
て
施
行
す
る
上
で
も
大
き
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
刑
律
の
施
行
に
至
る
ま
で
の
動
き
を
中
心
に
論
を
進
め
て
い
っ
た
が
、
刑
律
を
含
め
て
清
末
民
園
初
期
に
成
立
し
た
新
し
い
法
律

や
司
法
制
度
が
賓
際
に
ど
れ
ほ
ど
有
殺
に
機
能
し
て
い
た
か
、
ま
た
首
時
の
一
吐
舎
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て

は
考
察
が
及
ば
な
か
っ
た
。
た
だ
、
首
時
は
過
渡
期
ゆ
え
に
様
々
な
混
乱
が
生
じ
て
お
り
、
早
く
も
民
固
二
(
一
九
二
一
一
)
年
か
ら
三
(
一
九
一

四
)
年
の
段
階
で
新
し
い
司
法
制
度
の
設
計
は
行
き
詰
ま
り
を
見
せ
始
め
る
。
そ
の
中
で
は
民
園
に
入
り
よ
う
や
く
正
式
に
誕
生
し
た
律
師

(

川

叫

)

(
競
護
士
)
の
取
り
締
ま
り
も
重
大
な
懸
案
事
項
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
た
。
律
師
は
官
の
立
場
で
は
な
い
法
の
専
門
家
で
あ
り
、
彼
ら
の
具

(
町
山
)

瞳
的
な
活
動
は
清
末
民
国
初
期
の
法
制
繁
革
が
一
吐
舎
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
輿
え
た
の
か
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
糸
口
と
な
ろ
う
。
以
上
の

貼
を
今
後
の
課
題
と
し
て
い
き
た
い
。

十
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(
1
)
小
野
和
子
『
五
四
運
動
時
期
家
族
論
の
背
景
』
(
京
都
大
串
人
文

科
皐
研
究
所
共
同
研
究
報
告
『
五
四
運
動
の
研
究
」
第
五
幽
一
五
、

同
朋
壮
、
一
九
九
二
年
)

(
2
)
黄
源
捺
『
中
園
停
統
法
制
輿
思
想
」
(
五
南
国
書
出
版
公
司
、
一

九
九
八
年
)
、
張
仁
善
「
稽
・
法
・
枇
舎
|
|
清
代
法
律
特
型
輿
枇

舎
愛
遷
』
(
天
津
古
籍
出
版
枇
、
二

O
O
一
年
)
、
李
貴
連
『
沈
家
本

惇
」
(
法
律
出
版
壮
、
二

0
0
0年
)
、
同
『
沈
家
本
評
惇
』
(
南
京

大
挙
出
版
祉
、
二

O
O
五
年
)
、
松
岡
恵
美
子
「
清
末
植
法
争
議
小

考
」
(
一
)
竺
乙
(
『
法
的
学
論
叢
』
、
第
一
三
七
巻
第
二
競
、
第
五
競
)
、

挑
勝
旬
「
清
末
に
お
け
る
「
植
法
之
争
」
ー
ー
そ
の
法
思
想
史
的
考

察
」
(
『
H
本
大
準
大
向
学
院
法
卒
研
究
年
報
」
、
第
三
五
競
、
二

O
O

五
年
)
な
ど
。
黄
氏
の
著
書
は
こ
の
時
期
の
法
整
備
に
つ
い
て
多
く

の
論
文
を
牧
め
て
い
る
が
、
特
に
本
稿
と
か
か
わ
り
が
深
い
も
の
に

「
大
清
新
刑
律
的
植
法
争
議
」
が
あ
る
。

(
3
)

〉
ロ
ω
ロロ

ω
山戸ーロ

}
E
ペ
2
5
m
R町
O
B
H口出
2
0口

E
F
O
H
L
Z
O
百四

?
の
聞
と
月
丘

D
H
B
ω
E
G
g
-
叶
O
山
口
}
戸
口
問
印
山
口
L

「
σ聞
と
司
ロ
ロ
ロ

H

H)-2J
ミ
OH)阿
見
図
。
同
ι1h入
戸
〈

o-N川

Y
E
E
H
r
2
ω
リ

NCCω

(
4
)
『
宣
統
二
年
第
一
次
常
年
曾
資
政
院
合
同
議
速
記
録
』
(
東
京
大
島
ナ

東
洋
文
化
研
究
所
蔵
、
以
下
『
速
記
録
」
と
略
す
)

(
5
)
清
末
に
は
修
訂
法
律
館
員
で
あ
り
、
民
園
期
司
法
部
総
長
も
務
め

た
江
庸
は
斬
円
行
章
程
を
「
有
此
暫
行
章
程
而
新
律
之
精
神
童
失
」
と

許
し
て
い
る
。
(
江
庸
「
瓦
|
年
来
中
岡
之
法
制
」
、
申
報
館
編
輯

『
最
近
之
五
十
年
』
、
申
報
館
、
一
九
二
三
年
所
収
)

(
6
)

暫
行
章
程
の
専
論
と
し
て
は
小
野
和
子
「
清
末
の
新
刑
律
暫
行
章

265 

」

程
の
原
案
に
つ
い
て
」
(
柳
出
節
子
先
生
古
稀
記
念
論
集
編
集
委
員

曾
編
『
中
園
の
惇
統
枇
舎
と
家
族
|
|
柳
田
節
子
先
生
古
稀
記
念
』
、

汲
士
門
書
院
、
一
九
九
三
年
所
牧
)
が
あ
る
。

(
7
)
「
正
栄
賓
日
記
』
(
『
北
京
大
皐
国
書
館
館
戴
一
旦
栗
本
叢
書
』
第
一
巻
、

天
津
古
籍
出
版
枇
、
一
九
八
七
年
)
。
同
書
は
正
条
賓
が
宣
統
元

(
一
九
O
九
)
年
か
ら
宣
統
三
(
一
九
一
一
)
年
ま
で
の
期
間
に
記

し
た
日
記
の
稿
本
を
影
印
出
版
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
日
記
に
つ

い
て
は
、
す
で
に
小
野
前
掲
論
文
に
お
い
て
そ
の
重
要
性
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
れ
を
利
用
し
て
草
案
の
審
議
過
程
を
検
討
し

た
研
究
は
、
管
見
の
限
り
向
小
明
『
留
日
間
学
生
奥
清
末
新
政
』
(
江

西
教
育
出
版
枇
、
二

O
O
二
年
)
の
み
で
、
山
川
氏
の
研
究
に
し
て
も

迂
楽
賓
が
草
案
の
修
訂
作
業
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
言
及
す
る
の

み
で
あ
る
。

(
8
)

た
だ
し
伍
廷
芳
は
光
緒
三
三
年
(
一
九

O
七
)
、
駐
美
公
使
に
任

A
叩
さ
れ
、
後
任
に
は
合
康
三
が
充
て
ら
れ
た
。

(
9
)

修
訂
法
律
館
の
設
置
に
闘
し
て
は
島
田
正
郎
『
清
末
に
於
け
る
近

代
的
法
典
の
編
纂
』
(
創
丈
枇
、
一
九
八

O
年
)
の
第
一
章
「
修
訂

法
律
館
の
成
立
」
に
詳
し
い
。
島
田
氏
の
著
書
は
刑
律
も
合
め
こ
の

時
期
の
法
律
法
典
編
纂
事
業
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
し
た
も
の
で
あ

る。

(
日
)
日
本
人
法
律
顧
問
に
つ
い
て
は
、
註

(
9
)
島
同
前
掲
書
、
宮
坂

宏
「
清
図
の
法
典
化
と
円
本
法
律
家
|
|
清
末
法
典
編
纂
の
問
題
に

つ
い
て
|
|
」
(
仁
井
田
陸
博
士
追
悼
論
文
集
第
三
巻
『
H
本
法
と

ア
ジ
ア
』
、
勃
草
書
房
、
一
九
七

O
年
所
牧
)
、
李
貴
連
著
/
松
田
官
邸

十
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美
子
詳
「
近
代
中
園
法
の
愛
革
と
日
本
の
影
響
」
(
池
田
温
・
劉
俊

文
編
『
日
中
文
化
交
流
史
叢
書
』
第
二
巻
『
法
律
制
度
』
、
大
修
館

書
庖
、
一
九
九
七
年
所
牧
)
等
参
照
。
な
お
各
法
典
の
捨
賞
者
に
つ

い
て
は
、
刑
法
が
岡
田
朝
太
郎
、
民
法
が
松
岡
義
正
、
尚
法
が
志
田

錦
太
郎
、
区
間
獄
法
が
小
川
滋
二
郎
で
あ
る
。
彼
ら
は
法
律
の
起
草
だ

け
で
な
く
、
京
師
法
律
的
学
堂
に
お
い
て
法
的
学
教
育
に
も
従
事
し
て
い

た。

(
日
)
な
お
岡
出
朝
太
郎
「
清
園
改
正
刑
律
草
案
(
総
則
)
」
(
『
法
皐
協

曾
雑
誌
』
第
二
九
巻
、
第
三
競
)
に
よ
れ
ば
、
草
案
は
六
次
ま
で
あ

っ
た
。
第
一
次
草
案
は
光
緒
三
三
年
沈
家
本
に
よ
り
上
奏
さ
れ
た
も

の
。
第
二
次
草
案
は
叔
日
撫
ら
の
意
見
を
受
け
て
法
部
と
合
同
し
て
官

統
一
花
年
に
上
奏
さ
れ
た
も
の
。
第
三
次
草
案
は
憲
政
編
査
館
で
の
審

議
を
経
て
資
政
院
に
提
出
さ
れ
た
も
の
。
第
四
次
草
案
は
資
政
院
法

典
股
で
第
三
次
草
案
に
修
正
を
加
え
た
も
の
。
第
一
瓦
次
草
案
は
資
政

院
を
マ
通
過
し
た
徳
則
と
審
議
未
了
に
終
わ
っ
た
分
則
を
合
わ
せ
た
も

の
。
第
六
次
草
案
は
軍
機
大
臣
に
よ
り
、
五
次
草
案
の
線
則
に
一
部

修
正
が
加
え
ら
れ
た
も
の
。
こ
れ
が
『
欽
定
大
清
刑
律
』
と
し
て
頒

布
さ
れ
た
。
各
草
案
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
註
(
1
)
小
野
前
掲
書

に
詳
し
い
。
こ
の
う
ち
第
三
次
草
案
か
ら
第
五
次
草
案
ま
で
は
未
見

で
あ
る
が
、
後
遮
す
る
よ
う
に
第
三
次
草
案
に
つ
い
て
は
憲
政
編
査

館
の
上
奏
文
よ
り
、
第
四
次
草
案
に
つ
い
て
は
迂
築
賓
の
報
小
口
に
よ

り
、
そ
の
修
正
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
ロ
)
岡
田
朝
太
郎
「
清
図
説
成
法
典
及
ヨ
ヒ
法
案
ニ
就
イ
テ
(
『
法
且
宇

志
林
』
第
一
一
一
一
巻
第
八
・
九
競
)
」

0

及
び
宮
坂
宏
「
清
末
の
近
代
法

典
編
纂
と
日
本
人
事
者
|
|
刑
律
草
案
と
岡
田
朝
太
郎
|
|
」
(
『
専

」

修
大
向
島
干
枇
舎
科
向
学
研
究
所
月
報
』
四
六
・
四
七
競
、
一
九
六
七
年
)

(
日
)
比
附
と
は
、
罪
を
下
す
の
に
正
篠
が
無
い
場
合
は
、
他
の
候
文
を

引
い
て
判
決
を
下
す
こ
と
を
い
う
。
大
清
律
例
に
も
罪
刑
法
定
主
義

の
原
則
は
・
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
あ
ら
ゆ
る
事
態
に
封

廃
し
て
、
一
つ
の
犯
罪
に
封
し
て
は
自
動
的
に
量
刑
ま
で
決
定
さ
れ

る
と
い
う
、
過
剰
な
ま
で
の
罪
刑
法
定
の
原
則
が
あ
っ
た
の
だ
が
、

こ
の
比
附
が
存
在
す
る
こ
と
で
、
斑
論
上
は
常
に
法
律
中
の
候
文
に

存
在
し
な
い
罪
で
裁
か
れ
る
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る

(
も
ち
ろ
ん
法
の
怒
意
的
な
運
用
が
容
一
認
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
)
。
ま
た
近
代
以
降
の
刑
法
と
中
園
の
律
に
お
け
る
本
質

的
差
異
と
し
て
、
滋
賀
秀
三
は
「
現
在
わ
れ
わ
れ
の
刑
事
司
法
ー
ー

ま
た
と
く
に
刑
法
皐
ー
ー
が
、
罪
と
な
る
か
否
か
の
判
定
を
中
心
課

題
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
中
園
の
刑
事
司

法
は
、
い
か
な
る
程
度
の
罪
で
あ
る
か
の
測
定
を
中
心
課
題
と
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
o
」
と
述
べ
て
い
る
。
(
滋
賀

秀
三
「
清
朝
時
代
の
刑
事
裁
判
ー
ー
そ
の
行
政
的
性
格
。
若
干
の
沿

革
的
考
察
を
含
め
て
|
|
」
(
『
清
代
中
園
の
法
と
裁
判
』
所
牧
、
創

丈
一
吐
、
一
九
八
四
年
)
七
五
頁
)
o

こ
の
ほ
か
比
附
に
つ
い
て
は
、

中
村
茂
夫
「
比
附
の
機
能
」
(
『
清
代
刑
法
研
究
』
所
牧
、
東
京
大
準

出
版
合
、
一
九
七
二
年
)
参
照
。

(
M
)

「
修
訂
法
律
大
臣
沈
家
本
奏
刑
律
草
案
告
成
分
期
繕
草
呈
覧
拝
陳

修
訂
大
旨
摺
」
光
緒
二
二
二
年
八
月
二
六
日
『
棺
案
史
料
』
八
四
五
頁
。

(
日
)
岡
田
前
掲
論
文
「
清
園
航
成
法
典
及
ヨ
ヒ
法
案
ニ
就
イ
テ
」

(
日
)
「
光
緒
朝
東
華
録
』
先
緒
三
四
年
五
月
辛
卯

(
口
)
「
開
侠
安
徽
巡
撫
病
胸
…
奏
刑
律
草
案
略
陳
大
要
数
端
摺
」
光
緒
三
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四
年
七
月
二
五
日
『
政
治
官
報
』
二
九
八
競

(
同
)
「
山
西
巡
撫
賓
棄
奏
刑
律
草
案
銭
註
呈
覧
並
陳
名
数
綱
常
宜
特
立

防
関
摺
」
宣
統
元
年
間
二
月
二

O
日
『
槍
案
史
料
」
八
六
八
頁

(
印
)
「
直
隷
総
督
楊
士
擦
刑
律
草
案
摘
棚
秒
読
訪
更
訂
摺
」
光
緒
三
四
年

九
月
一
四
日
『
政
治
官
報
」
一
二
四
五
披

(
初
)
「
山
東
巡
撫
衰
樹
助
奏
刑
律
賓
行
宜
分
期
控
室
百
備
摺
」
宣
統
元
年
間

一
一
月
一
口
『
槍
案
史
料
』
八
六
四
頁

(
幻
)
同
前
註

(
幻
)
凶
立
故
宮
門
博
物
院
園
書
文
献
館
裁
宮
中
槍
一
八
四
一
九
O
競
法
部

向
童
日
廷
木
…
「
奏
呈
修
正
之
刑
律
草
案
」

(
お
)
註

(
6
)
小
野
前
掲
論
文

(
弘
)
前
掲
註
(
幻
)
「
奏
呈
修
正
之
刑
律
草
案
」
。
こ
の
槍
案
に
は
清
車

と
し
て
第
二
次
草
案
に
嘗
た
る
『
修
正
刑
律
草
案
』
が
附
さ
れ
て
お

り
、
附
則
五
候
は
そ
の
末
尾
に
あ
る
。

(
お
)
以
上
の
よ
う
な
虎
置
を
と
っ
た
た
め
か
、
首
時
か
ら
廷
奈
は
奮
律

を
知
る
の
み
で
、
新
刑
律
草
案
な
ど
の
改
革
に
は
す
こ
ぶ
る
反
封
の

意
が
あ
る
と
の
世
評
が
立
っ
た
。
例
え
ば
「
大
公
報
」
で
は
「
現
開

法
部
廷
尚
書
白
以
潟
熟
欄
富
律
、
於
新
訂
諸
律
多
所
反
針
、
賓
矯
改

良
法
律
之
一
大
阻
碍
o
」
(
「
新
法
律
之
阻
障
」
『
大
公
報
』
宣
統
二
年

一
一
月
五
日
)
と
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
同
趣
旨
の
記

事
と
し
て
「
法
部
尚
書
但
知
大
清
律
例
」
『
申
報
』
官
一
統
二
年
二
月

八
日
、
「
法
尚
更
動
消
息
」
『
申
報
』
宣
統
二
年
二
月
一
九
日
な
ど
も

あ
る
。

(
お
)
『
大
清
現
行
刑
律
』
に
つ
い
て
は
島
目
前
掲
書
第
七
章
「
大
清
刑

律
草
案
と
大
清
現
行
刑
律
」
参
照
。
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」

(
幻
)
「
迂
築
賓
日
記
』
官
一
統
二
年
六
月
一
一
一
一
一
日

(
お
)
特
に
修
正
を
迫
っ
て
翠
げ
ら
れ
て
い
る
論
貼
は
干
名
犯
義
、
犯
罪

存
留
養
親
、
親
属
相
姦
、
親
属
相
殴
、
妻
殴
夫
夫
峨
妻
、
犯
姦
(
特

に
無
夫
和
姦
を
無
罪
と
し
て
い
る
黙
)
、
子
孫
違
反
数
令
の
諸
黙
で

あ
り
、
い
ず
れ
も
家
族
制
度
に
か
か
わ
る
貼
に
つ
い
て
、
刑
事
罰
が

課
さ
れ
な
い
、
あ
る
い
は
そ
の
罪
が
軽
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
が
問
題

視
さ
れ
る
と
と
も
に
、
等
親
属
の
卑
幼
に
針
す
る
犯
罪
(
と
く
に
暴

力
行
策
)
に
つ
い
て
は
刑
を
軽
く
す
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
た
。

(
m
U
)

「
修
正
刑
律
草
案
説
帖
」
、
「
沈
大
臣
酌
擬
灘
法
説
帖
」
、
「
啓
明
管

見
説
帖
」
(
勢
乃
山
円
一
撰
『
新
刑
律
修
正
案
葉
銀
』
所
牧
)
ま
た
雨
者

の
や
り
取
り
は
、
註
(
2
)
松
田
前
掲
論
文
の
検
詮
が
あ
る
。

(
初
)
「
庄
日
比
宋
賓
日
記
』
官
一
統
二
年
七
月
二
日

(
況
)
「
迂
条
賓
日
記
』
官
一
統
二
年
七
月
六
日

(
沼
)
「
京
師
、
近
信
」
『
時
報
』
宣
統
二
年
七
月
一
八
日
、
「
努
乃
宣
法
律

之
知
識
克
如
是
」
『
申
報
』
宣
統
二
年
八
月
五
日

(
お
)
「
一
孔
之
見
果
足
矯
新
律
病
予
」
『
申
報
」
官
一
統
二
年
八
月
八
日
、

「
憲
政
館
之
大
衝
突
」
「
時
報
」
貨
統
二
年
八
月
一
一
円
、
「
新
聞
奮

開
」
『
時
報
』
宣
統
二
年
八
月
一
四
日

(
は
)
「
勢
乃
宣
反
釘
新
刑
律
之
失
敗
」
『
巾
報
」
山
円
一
統
二
年
八
月
一
一
一

口
u

(
お
)
正
条
賓
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
早
稲
田
大
学
、
楊
度
は
法
政
大
準

に
留
学
経
験
が
あ
る
。
こ
の
ほ
か
本
稿
に
出
て
く
る
憲
政
編
査
舘
員

の
う
ち
、
主
早
宗
鮮
は
東
京
帝
岡
大
朗
字
、
陸
宗
輿
は
早
稲
田
大
撃
に
留

率
経
験
を
持
つ
。
首
時
彼
ら
が
日
本
で
同
学
ん
だ
の
は
主
に
法
的
学
で
あ

り
、
そ
の
意
味
で
起
草
者
で
あ
る
岡
田
朝
太
郎
ら
の
考
え
も
彼
ら
に
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と
っ
て
は
馴
染
み
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。
詳
し
く
は
註
(
7
)
向
前

掲
書
六
J
八
頁
、
及
び
第
四
章
「
向
田
円
打
率
生
奥
清
末
法
制
愛
革
」
参

刃白い日

(
お
)
『
託
条
賓
日
記
』
官
一
統
二
年
九
月
七
日

(
幻
)
「
憲
政
編
査
館
奏
核
訂
新
刑
律
告
竣
繕
車
呈
覧
摺
」
官
一
統
二
年
一

。
月
四
日
『
政
治
官
報
』
一

O
九
八
競

(
お
)
資
政
院
に
お
け
る
図
舎
請
願
運
動
に
つ
い
て
は
章
慶
哀
・
高
放
・

劉
文
源
『
清
末
憲
政
史
』
(
中
国
人
民
大
向
晶
子
出
版
抗
、
一
九
九
三
年
)

参
照

(
鈎
)
「
縮
改
於
山
旦
統
五
年
開
設
議
院
議
」
宣
統
二
年
一

O
月
一
二
日
『
棺

案
史
料
』
七
八
l
七
九
頁

(
羽
)
『
速
記
録
」
二
三
競
山
円
読
二
年
二
月
一
日

(
社
)
「
新
刑
律
修
正
案
」
(
前
掲
註
(
M
U
)

『
新
刑
律
修
正
案
葉
銀
』
所

牧
)

(
必
)
『
時
報
』
官
一
統
二
年
一
一
月
九
日
、
一
一
日
専
電
。
「
新
奮
刑
律

之
大
激
戦
」
『
申
報
』
宣
統
二
年
二
月
一
四
日
。
「
新
律
維
持
舎
紀

事
雨
則
」
『
申
報
』
一
一
月
一
一
一
日

(
必
)
『
速
記
録
』
三
七
競
山
円
一
統
二
年
二
一
月
六
日

(
叫
)
註
(
1
)
小
野
前
掲
書
四
一
頁

(
釘
)
『
託
条
賓
日
記
』
官
一
統
二
年
一
一
月
二

O
日

(
必
)
「
資
政
院
反
封
新
律
暫
行
章
程
」
『
申
報
』
官
一
統
二
年
二
一
月
四

ロハ

(
幻
)
『
速
記
録
」
三
八
競
山
円
一
統
二
年
二
一
月
七
日

(
必
)
『
速
記
録
」
三
九
競
山
円
一
統
二
年
二
一
月
八
日

(
羽
)
『
正
条
賓
日
記
』
官
一
統
二
年
二
一
月
八
日

」

(
叩
)
「
迂
条
賓
日
記
』
官
一
統
二
年
一
二
月
九
日
、

一
一
一
月
一

O
日
専
惇

(
日
)
「
速
記
録
」
四
O
披
貨
統
二
年
二
一
月
九
日

(
臼
)
「
迂
条
賓
日
記
』
官
一
統
二
年
二
一
月
九
日

(
臼
)
『
速
記
録
」
四
一
競
貨
統
二
年
二
一
月
一

O
日

(
日
)
こ
う
し
た
毅
一
百
は
、
嘗
時
の
新
聞
報
遁
に
お
い
て
労
乃
宣
ら
礎
教

一
以
の
資
政
院
議
員
た
ち
が
「
反
針
ほ
」
と
し
て
痛
烈
な
批
判
が
浴
び

せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
謝
す
る
蘇
明
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

詳
し
く
は
註

(
3
)
J
F
E
m
前
掲
論
文
参
照
。
た
だ
努
乃
宣
の
主

張
が
言
葉
通
り
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、
礎
教

一
以
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
法
と
道
徳
を
混
同
し
新
刑
律
全
岨
胞
を
損
な

う
も
の
だ
と
す
る
批
判
が
、
例
え
ば
梁
枠
超
よ
り
な
さ
れ
て
い
る

(
梁
啓
超
「
評
資
政
院
」
『
飲
水
室
合
集
』
第
三
巻
、
一
七
二

l
一

七
三
頁
)
o

ま
た
起
草
者
で
あ
る
岡
田
朝
太
郎
も
無
夫
和
姦
の
問
題

に
つ
い
て
は
「
岡
法
中
庭
罰
姦
非
等
罪
、
其
最
宜
慣
重
者
、
須
劃
清

個
人
這
徳
奥
枇
曾
這
徳
之
界
限
。
(
中
略
)
泊
乎
十
八
世
紀
之
末
、

這
徳
宗
救
法
律
之
混
治
、
達
於
極
勲
、
其
反
動
力
、
紘
一
有
劃
清
界
限

之
説
。
於
是
法
岡
徳
園
雨
園
、
漸
就
奮
法
中
刷
去
各
種
姦
非
罪
名
。

雌
法
図
法
系
奥
徳
図
法
系
、
其
側
一
訂
之
程
度
相
去
甚
遠
、
然
在
十
九

世
紀
、
所
有
一
般
法
律
思
想
、
無
不
以
同
局
於
這
徳
範
園
之
悪
事
奥
田
局

於
宗
教
範
園
之
罪
悪
、
概
置
諸
法
律
以
外
。
而
其
現
象
、
尤
以
刑
律

中
姦
非
罪
之
嬰
史
、
最
骨
周
顕
著
者
也
。
」
と
し
て
、
法
と
道
徳
と
の

全
龍
的
な
関
係
を
考
慮
し
て
、
無
夫
和
姦
を
有
罪
と
す
る
こ
と
に
反

到
し
て
い
る
。
(
岡
田
朝
太
郎
「
刑
律
不
宜
増
入
和
姦
罪
之
罰
則
」

『
順
天
時
報
」
宣
統
二
年
一
一
月
五
日
、
六
日
)

『
時
報
』
宣
統
二
年
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(
日
)
「
憲
政
編
査
館
大
臣
突
助
等
奏
擬
呈
憲
政
編
査
館
雨
明
事
章
程
摺
」

光
緒
三
三
年
七
月
一
六
日
『
棺
案
史
料
」
五
一
頁

(
関
)
憲
政
編
査
館
が
資
政
院
の
議
決
を
経
ず
に
上
奏
し
て
施
行
さ
れ
た

法
律
の
多
く
は
官
制
法
や
行
政
法
で
あ
っ
た
が
、
中
に
は
『
法
院
編

制
法
』
の
よ
う
に
司
法
制
度
に
関
わ
る
法
律
も
合
ま
れ
て
い
た
。
詳

し
く
は
張
徳
美
『
探
索
輿
扶
選
捧
|
|
晩
清
法
律
移
植
研
究
』
(
清

華
大
事
出
版
壮
、
二

O
O
三
年
)
三
三
五
l
三
一
四
三
頁
参
照

(
幻
)
『
大
清
法
規
大
全
』
憲
政
部
「
改
定
資
政
院
院
章
雨
章
及
績
定
八

章」

(
関
)
『
託
条
賓
日
記
』
官
一
統
二
年
六
月
一
六
日

(
印
)
欽
選
議
員
の
選
出
は
宣
統
二
年
四
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
(
『
速
記

録
」
三
競
宵
一
統
二
年
九
月
二
日
)

(ω)
「
京
師
近
信
」
『
時
報
』
宣
統
二
年
七
月
一
八
日

(
引
)
『
正
条
賓
日
記
』
宣
統
二
年
八
月
二
四
日

(
位
)
『
正
条
賓
日
記
』
宣
統
二
年
八
月
二
六
日

(
日
)
『
一
社
築
賓
日
記
』
宣
統
二
年
二
一
月
二
日

(
臼
)
『
時
報
』
山
円
一
統
二
年
一
一
一
月
一
一
一
一
円
専
電

(
侃
)
『
一
社
楽
賓
日
記
』
官
一
統
二
年
二
一
月
一
一
一
日

(
侃
)
『
正
楽
賓
日
記
』
官
一
統
二
年
二
一
月
一
五
日

(
訂
)
「
資
政
院
閉
曾
後
之
暗
潮
」
『
申
報
』
宣
統
二
年
一
二
月
一
一
一
一
一
日
。

ま
た
こ
う
し
た
白
票
黛
側
の
動
き
を
惇
え
る
記
事
と
し
て
他
に
『
時

報
」
で
も
「
白
黛
要
求
倫
議
長
勿
奏
新
刑
律
総
則
」
と
す
る
記
事
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
。
(
官
一
統
二
年
二
一
月
一
七
日
専
惇
)

(
侃
)
「
憲
政
編
査
館
大
臣
突
助
等
奏
擬
呈
修
正
憲
政
逐
年
業
備
時
宜

摺
」
宣
統
二
年
二
一
月
一
七
日
『
槍
案
史
料
』
八
八
l
九
二
頁
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」

(ω)
「
迂
築
賓
日
記
』
官
一
統
二
年
二
一
月
二
-
二
日

(
刊
)
「
資
政
院
舎
奏
議
決
新
刑
律
総
則
繕
車
請
旨
裁
奪
摺
」
、
「
憲
政
編

査
館
合
奏
新
刑
律
分
則
並
暫
行
章
程
未
及
議
決
権
否
遵
限
頒
布
請
旨

塀
理
摺
」
『
政
治
官
報
」
第
一
一
八
二
援
。
な
お
分
則
上
奏
文
に
あ

る
「
舎
」
の
字
は
、
先
に
見
て
き
た
事
情
よ
り
考
え
て
街
字
で
あ
ろ

う
。
『
欽
定
大
清
刑
律
」
所
牧
の
向
上
奏
文
の
署
名
も
、
軍
機
大
臣

の
四
名
の
み
で
、
総
則
進
呈
の
上
奏
文
に
署
名
し
て
い
た
資
政
院
総

裁
の
淳
倫
、
副
総
裁
の
沈
家
本
の
名
前
は
見
え
な
い
。

(
刀
)
「
政
治
官
報
』
第
二
六
八
時
抗
「
議
旨
」
な
お
総
則
の
責
任
年
齢

に
つ
い
て
は
結
局
憲
政
編
査
館
の
意
向
に
よ
り
第
三
次
草
案
に
従
っ

て
再
び
十
五
歳
か
ら
十
二
歳
へ
と
引
き
下
げ
ら
れ
る
事
と
な
っ
た
。

こ
の
庭
置
に
に
つ
い
て
起
草
者
の
岡
田
は
「
不
篠
理
ナ
ル
修
正
ヲ
施

シ
タ
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
不
満
を
遮
べ
て
い
る
。
(
註
(
日
)
岡
田
前

掲
論
文
)

(η)
註
(
1
)
小
野
前
掲
書
、
註
(
2
)
黄
源
盛
前
掲
童
日

(
日
)
骨
回
時
の
清
朝
政
府
内
に
も
一
一
一
権
分
立
の
重
要
性
は
一
麿
認
識
さ
れ

て
い
た
。
例
え
ば
修
訂
法
律
大
臣
で
あ
っ
た
沈
家
本
は
司
法
の
長
で

あ
る
大
理
院
正
卿
の
職
も
粂
任
し
て
い
た
が
、
法
部
と
大
理
院
と
の

職
務
権
限
を
め
ぐ
る
争
い
か
ら
沈
家
本
が
立
法
と
司
法
を
粂
ね
て
い

る
と
批
判
さ
れ
た
こ
と
で
、
光
緒
三
三
年
(
一
九
O
七
)
沈
家
本
は

大
理
院
正
卿
の
職
を
解
か
れ
、
修
訂
法
律
大
臣
の
職
に
専
念
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。
詳
し
く
は
註
(
2
)
李
貴
連
『
沈
家
本
許
停
』
二
一
一

二
頁
i
一
四
九
頁
参
照

(
九
)
な
お
資
政
院
議
員
の
程
度
不
足
と
い
う
意
見
は
、
新
刑
律
の
分
則

審
議
未
了
と
い
う
結
果
を
受
け
て
憲
政
編
査
館
内
で
再
び
論
じ
ら
れ
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て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
(
「
資
政
院
之
談
飴
」
『
時
報
』
宵
一
統
三
年
一

月
八

H
)

(
お
)
註
(
お
)
章
慶
哀
他
前
掲
書
、
四
三
四
l
四
四
一
頁

(
苅
)
『
暫
行
新
刑
律
』
の
公
布
や
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
黄
源
盛
「
民

初
暫
行
新
刑
律
的
歴
史
輿
理
論
」
(
註
(
2
)
黄
源
盛
前
掲
室
田
所
収
)

を
参
照
し
た
。

(η)

「
臨
時
大
総
統
賃
告
暫
時
援
用
前
清
法
律
及
暫
行
新
刑
律
文
」

『
臨
時
公
報
」
一
九
一
二
年
三
月
二
日

(
お
)
「
法
部
呈
請
捌
除
新
刑
律
奥
図
様
抵
鰯
各
享
侠
等
並
捌
除
暫
行
章

程
文
」
『
臨
時
公
報
」
一
九
一
二
年
四
月
三
円

(
乃
)
「
法
部
通
行
京
外
司
法
街
門
」
『
臨
時
公
報
』
一
九
一
二
年
四
月

三
日

(
制
)
『
臨
時
政
府
公
報
』
第
四
七
披

(
目
白
)
『
民
国
元
年
参
議
院
議
事
録
』
四
月
三
日
、
一
八
四
頁

(
位
)
「
新
法
律
未
頒
行
以
前
暫
適
用
奮
有
法
律
案
」
『
参
議
院
議
決
案

葉
編
』
法
制
案
、
二
九
頁

(
お
)
註
(
祁
)
黄
前
掲
論
文

(
倒
的
)
曾
代
偉
「
暫
行
新
刑
律
排
正
」
(
『
法
的
学
研
究
』
、
第
六
披
、
一
九

八
七
年
)

(
お
)
「
法
部
呈
定
民
刑
訴
訟
律
草
案
」
『
江
蘇
司
法
葉
報
』
一
九
一
一
一

年
六
月

(
前
)
「
司
法
部
部
令
」
『
政
府
公
報
」
第
一
一
一
競
。
候
文
に
つ
い
て
は

同
第
一
九
競
附
録
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

(
幻
)
「
司
法
部
部
令
」
『
政
府
公
報
」
第
一
一

O
披

(
∞
∞
)
「
法
典
編
纂
曾
官
制
」
『
政
府
公
報
』
第
七
八
競

」

(
鈎
)
「
刑
法
草
案
及
其
修
正
斑
由
」
『
中
華
民
国
史
槍
案
資
料
涯
編
』

政
治
、
二
二
六
1
二
七
三
頁

(
叩
)
「
参
議
院
命
日
議
速
記
録
』
第
一
七
次
曾
議
速
記
録
一
九
一
一
一
年

六
月
七
日
(
東
京
大
撃
東
洋
文
化
研
究
所
裁
)

(
引
)
「
暫
行
新
刑
律
施
行
細
則
」
『
政
府
公
報
」
一

O
四
競
、
「
司
法
部

通
行
各
都
督
将
軍
都
統
難
事
長
官
筋
属
将
管
轄
内
奮
案
査
照
施
行
細

則
務
理
文
」
『
政
府
公
報
』
一

O
八
競

(
幻
)
「
民
国
一
五
年
六
月
一
一
一
一
口
司
法
部
令
贋
束
司
法
司
」
(
岡
出
朝
太

郎
編
『
中
華
民
同
暫
行
新
刑
律
』
所
牧
)

(
問
)
註
(
1
)
小
野
前
掲
書

(
似
)
こ
の
時
期
の
司
法
制
度
の
問
題
黙
に
つ
い
て
は
、
首
時
司
法
総
長

の
任
に
あ
っ
た
梁
枠
超
の
指
摘
や
改
革
案
が
参
考
と
な
る
。
詳
し
く

は
丁
文
江
・
越
豊
岡
編
/
島
田
慶
次
編
誇
『
梁
啓
超
年
譜
長
編
』

(
岩
波
書
庖
、
二

O
O
四
年
)
第
三
巻
、
二
一
七
六
1

三
八
六
頁
参
照

(
釘
)
民
図
時
期
の
律
師
研
究
に
つ
い
て
は
、
一
土
申
『
中
岡
近
代
律
師
制

度
奥
律
師
』
(
上
海
世
曾
科
向
学
院
出
版
祉
、
一
九
九
四
年
)
、
徐
家
力

『
中
華
民
国
律
師
制
度
史
』
(
中
園
政
法
大
串
出
版
枇
、
一
九
九
八
)
、

E
5
8
4〈
(
U
O
B
戸

EF2ヨ
a
g巴
亡

四

回

-
p
c
H
2
2
0ロ
LE1

5
m
F
O
H出
命
日
)
戸

l
t
r
g
H
H
M
)
2
5
L
J
日
開
山
門
}
己
目
、
ロ
ロ
日
ロ
『
日
岳
山
口
ι

同
)
}
ロ
ロ
唱
の
の
同
=
2
M
m
w
の
Hせ一
N
~
h
h
N
倍、札おむ己
N
h
a
w
-人
河
内
VNh守
~
Rミ
N
(》
N1

5
2
B
H
C
H
ι
d
E
J
3
5
3、司
H
E
P
-
匂
宮
な
ど
が
あ
る
が
、
北
洋

政
府
時
期
に
つ
い
て
は
律
師
制
度
の
概
遮
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ

の
中
で
孫
慧
敏
「
中
園
律
師
制
度
的
建
立
|
|
以
上
海
潟
中
心
的
観

察
|
|
」
(
『
法
制
史
研
究
」
第
二
期
、
二

O
O
一
年
)
、
同
「
従
束

京
、
北
京
到
上
海
一
日
系
法
事
教
育
輿
中
園
律
師
的
養
成
」
(
『
法
制
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」

法
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁
一
い
h
跡
部
ハ
中
日
宍
)
出
・

3

E
待

ー「

史
研
究
」
、
第
三
期
、
二

O
O
二
年
)
は
律
師
の
法
廷
に
お
け
る
具

程
的
な
活
動
ゃ
、
数
育
上
の
背
景
に
迫
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
考

察
の
範
園
は
主
に
上
海
に
限
ら
れ
て
い
る
。
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affairs" *!itt, ideas that could be deemed internalized, such as the accumulation of

knowledge while in the world of "reclusion" ~i and avoiding government service

as an official was actually the foundation of meritorious achievement in the political

world, and that it was impossible for one who regularly delved into the

complexities of the "reality" _$ of the world of the "official" ~ to truly "manage

the affairs of the world" in the manner of the "sages and virtuous men" ~Jf. It

was amidst this manner of thinking that Zeng Dian was discovered as a human

being who conformed to the "will of the sage" ~Az~ without delving deeply

into the complexities of "reality."

FROM THE DA QING CRIMINAL CODE TO TEMOPORARY

CRIMINAL CODE: ON THE ESTABLISHMENT OF

THE MODERN CRIMINAL CODE IN CHINA

TANABE Akihide

In the 20th century the Qing dynasty began a series of reforms aimed at

establishing a constitutional government, and among them was an attempt to

organize a modem legal system. The Da Qing Criminal Code *1:¢flflJ1f:, which

was prepared in this process, was put into practice as the Temporary Criminal

Code w1-r*JTlfIJ1f: by the Republic of China. This study elucidates that procedural

problems that sprang up between the Constitutional Commission ~I&*i1tjB and

the Political Advisory Board jtI&~1C in the course of their deliberations.

The draft plan for the new criminal code was composed by the Japanese

consultant Okada Asataro IRfJ H3~J1::kN~ and was presented to the thrown by Shen

Jiaben it**. In regard to this draft, a compromise was devised, adding five

articles from the former criminal code concerning crimes involving matters of

ethics, lijiao ffl~x, because opposition to the draft was expressed by one senior

local official after another.

The draft was next considered by the Constitutional Commission, where it

was criticized by Lao Naixuan ~ )Jg, but his objections were rejected in

deliberations; the five amendments were attached as temporary articles !f1-r~t£,

in a somewhat watered-down form to the draft of the new criminal code.

The draft was next considered by the Political Advisory Board, the

forerunner of the national assembly. The temporary articles of the code having

first been turned down in deliberations, in terms of general provisions *.@t~U they

- 37-
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were passed during deliberations, but because Lao Naixuan's position on the

adultery issue was accepted, the faction advocating the new criminal code refused

to deliberate further, and deliberations were broken off on the specific provisions

7t~U.

However, as this result caused dissatisfaction in the Constitutional

Commission, and the Commission acting on its own decided to report the original

plan to the throne and promulgate it. In response, the faction promoting the new

criminal code in the Political Advisory Board centering on Wang Rongbao ~f.*lf

opposed it on the grounds that it ignored the legislative right of the Political

Advisory Board, and as a result of the debate, deliberations on general provisions

were concluded, and it was reported to the throne as a joint report of the Political

Advisory Board and the Constitutional Commission and promulgated as the Da

Qing Criminal Code.

With the establishment of the Republic of China, the interim government in

Beijing decided to provisionally adopt the Da Qing Criminal Code while eliminating

its provisional articles. With this decision, the promulgation of the new criminal

code for the Qing dynasty was a fait accompli, becoming a legal precedent.

Additionally, the interim Canyiyuan $~ft~1C in Nanjing made a similar

determination, and the Temporary Criminal Code was put into effect.

THE DAILY FUNCTIONING OF THE IMPERIAL COURT ~~}J

IN THE FIRST-HALF OF THE TANG DYNASTY,

CONCENTRATING ON THE TAIJIGONG

MATSUMOTO Yasunobu

Many aspects of the functioning of the Tang-era imperial palace g~, which

served as the locus of the emperor's political role, are obscure, and have long

been the object of debate. Whether daily deliberations of the imperial court,

changchao ~~}J, were held at the Middle Court ~~}J (Taijidian of the Taijigong

::k1Ig::k1I~, Xuanzhengdian of the Daminggong *l¥JggI&~) or the Inner

Court I*J~}J (Liangyidian of the Taijigong ::k1Igm{I~, Zichendian of the

Daminggong *l¥Jg~~~) is particularly ambiguous. In this regard, the theory

propounded by Ouyang Xiu ~x~~11~ of the Northern Sung in the Biography of Li Qi

$JJt{$ in the 54th fascicle of the New History of the Five Dynasties *JTJiftse. has

long been accepted due to its clarity, and it still holds weight with scholars today.
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